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○議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名

（諸般の報告）

日程第 ２ 一般質問（８番 岡本美代子君）

日程第 ３ 報告第１８号 総務文教厚生常任委員会事務調査結果報告について

日程第 ４ 報告第１９号 経済建設常任委員会事務調査結果報告について

日程第 ５ 議案第６０号 美幌町附属機関に関する条例及び美幌町非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について

日程第 ６ 議案第６１号 美幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について

日程第 ７ 議案第６２号 美幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について

日程第 ８ 議案第６３号 美幌町放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を

定める条例の制定について

日程第 ９ 議案第６４号 美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例制定について

日程第１０ 議案第６５号 美幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

日程第１１ 議案第６６号 美幌町道路占用条例の一部を改正する条例制定について

日程第１２ 議案第６７号 美幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について

日程第１３ 議案第６８号 美幌町普通河川条例の一部を改正する条例制定について

日程第１４ 議案第６９号 平成２６年度美幌町一般会計補正予算（第６号）について

日程第１５ 議案第７０号 平成２６年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について

日程第１６ 議案第７１号 平成２６年度美幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）について

日程第１７ 議案第７２号 平成２６年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて

日程第１８ 議案第７３号 平成２６年度美幌町公共下水道特別会計補正予算（第３号）に

ついて

日程第１９ 議案第７４号 平成２６年度美幌町個別排水処理特別会計補正予算（第３号）

について

日程第２０ 議案第７５号 平成２６年度美幌町水道事業会計補正予算（第２号）について

日程第２１ 議案第７６号 平成２６年度美幌町病院事業会計補正予算（第２号）について

日程第２２ 意見書案第１２号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求める意見書につ

いて

日程第２３ 意見書案第１３号 「高校・大学教育の無償化」の前進を求める意見書について

日程第２４ 意見書案第１４号 必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書について

日程第２５ 意見書案第１５号 北海道における日本脳炎ワクチンの定期予防接種化を求める意

見書について

日程第２６ 意見書案第１６号 平成２７年度畜産物価格決定等に関する意見書について

日程第２７ 意見書案第１７号 安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員

と処遇改善を求める意見書について
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日程第２８ 報告第２０号 陳情事項の処理顛末について

日程第２９ 報告第２１号 定期監査報告について

日程第３０ 報告第２２号 財政援助団体監査報告について

日程第３１ 報告第２３号 例月出納検査報告について（８月～１０月分）

日程第３２ 閉会中の継続調査について

○出席議員

１番 新 鞍 峯 雄 君 ２番 大 江 道 男 君

３番 中 嶋 すみ江 君 ４番 上 杉 晃 央 君

５番 早 瀨 仁 志 君 ６番 松 浦 和 浩 君

８番 岡 本 美代子 君 副議長 ９番 坂 田 美栄子 君

１０番 吉 住 博 幸 君 １１番 橋 本 博 之 君

１３番 大 原 昇 君 議 長１４番 古 舘 繁 夫 君

○欠席議員

１２番 宗 像 密 琇 君

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員

教 育 委 員 会
美 幌 町 長 土 谷 耕 治 君 沖 田 滋 君

委 員 長

農 業 委 員 会 選挙管理委員会
鈴 木 幸 往 君 松 本 光 伸 君

会 長 委 員 長

監 査 委 員 髙 木 清 君

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員

副 町 長 染 谷 良 君 総 務 部 長 平 井 雄 二 君

民 生 部 長 藤 原 豪 二 君 経 済 部 長 広 島 学 君

建設水道部長 矢 萩 浩 君 病 院 事 務 長 大 村 英 則 君

会 計 管 理 者 植 木 恒 則 君 事務連絡室長 中 村 敏 文 君

総 務 主 幹 田 村 圭 一 君 電 算 主 幹 河 端 勲 君

まちづくり主幹 露 口 哲 也 君 総合計画主幹 那 須 清 二 君

財 務 主 幹 小 室 保 男 君 契約財産主幹 石 坂 聡 君
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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２６年第５回美幌町議会定例会第２日目の会

議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、１番新鞍峯雄さん、２番大江道

男さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読につきましては省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

なお、沖田教育委員会委員長、本日午後以

降欠席の旨、届け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 一般質問

を行います。

昨日に引き続き、通告順に発言を許しま

す。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君）〔登壇〕 おはよう

ございます。

私は、さきに通告してあります４点５項目

について質問いたします。

まず１点目、保健行政についてです。

不妊治療費に町単独の助成を。

２点目、不妊の相談窓口体制は。

質問、不妊治療費に町単独の助成を。

不妊治療のうち体外受精と顕微授精の特定

不妊治療費は、採卵を含む体外受精で１回３

０万円から４０万円と高額であり、特定不妊

治療に対して、２００４年から国と道が２分

の１ずつ負担し、最大１回１５万円の助成が

あります。しかし、市町村単独助成事業とし

て上乗せして助成する道内市町村は６３市町

村あります。

私は、平成１４年１２月、一般質問で不妊

治療費に助成を訴え、道内初で美幌町が単独

で不妊治療費を助成し、何人かの子供が誕生

した成果がありましたが、国の制度開始に伴

い廃止した経緯があります。

人口減少社会の少子化対策として、また不

妊に悩む女性にとって、自分の住む町の応援

は心強いものがあるのではないかと考えます

ので、町単独助成で治療費助成の上乗せは考

えられないでしょうか、町長のお考えをお聞

かせください。

２点目の不妊の相談窓口体制は。

産婦人科のない町では、不妊に悩む女性へ

の相談窓口などの体制はどうなっているのか

お聞かせください。

２点目の質問で、地域集会室についてで

す。

地域集会室の考え方について。

地域集会室は、地域住民の交流の場として

重要な役割を担っていますが、高齢化が進

み、車を持たない足腰が弱った高齢者にとっ

て、遠くにある立派な集会室より、つえをつ

いて歩いていけるところにある小さな集会室

のほうが利用しやすいのではないかと考えま

す。

現在は、地域に一軒家の空き家も多くなっ

ている状況であり、自治会の中の一軒家を町
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が借りて、地域集会室として利用していただ

く、または自治会が借りる家の家賃補助を行

うなどして住民の近くに活動しやすい拠点を

つくり、これからの高齢化社会において、在

宅で少しでも自立して暮らせる高齢者の居場

所づくりを行ってはと考えます。手を挙げる

自治会にモデル事業として取り組んでみるな

ど、町長のお考えをお聞かせください。

３点目、道路行政についてです。

町道１１９号（あけぼの通り）冠水対策に

ついて。

町道１１９号（あけぼの通り）の冠水対策

については、近年は記録的短時間大雨が、過

去の情報が役に立たないほどの頻度で起こ

り、低地に暮らす住民は、雨の情報を非常に

気にかけて、心配しているところです。

町道１１９号（あけぼの通り）では、平成

２５年９月１６日の台風１８号で、あけぼの

通りの中心部は冠水し、避難勧告は発令され

ましたが、避難のためのバスは、中心である

あけぼの通り中心部には来られない状況でし

た。

自治会は、陳情を出したり町のほうに経過

報告を求めるなどしていますが、町道１１９

号（あけぼの通り）の冠水対策は今後どのよ

うな計画になっているのか、お聞かせくださ

い。

４点目といたしまして、環境衛生について

です。

合同納骨塚設置の考え方について。

合同納骨塚について、私は平成２５年１２

月議会、平成２６年６月議会と一般質問をし

ていまして、今回が３回目となるのですけれ

ども、前回までの答弁では、宗教感情に配慮

しつつ調査研究をしていきたい。ニーズ調査

を行っていないが、町民の納骨についての相

談も数年に１件程度であり、宗教法人に状況

をお聞きしても、それぞれが適切な管理運営

をなされているとのことです。

また、町民ニーズは行っていないとのこと

でしたが、前回の答弁では、合同納骨塚を実

施している自治体の状況も踏まえながら、宗

教感情にも配慮しつつ見きわめていきたいと

のことでしたが、その後、実施している状況

を踏まえ、現在どのような考えを持っている

かお聞かせください。

最初の質問を終わらせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 岡本議員の

質問にお答えを申し上げます。

初めに、保健行政について。

不妊治療費に町単独の助成をについてであ

りますが、不妊症とは、一般的に妊娠が可能

な年齢にある夫婦が避妊をせず、普通の夫婦

生活を２年継続しても妊娠しない場合を不妊

症と定義されております。

美幌町では、安心して出産・子育てができ

る少子化対策として、平成１５年７月に、国

の取り組みに先駆けて、北海道では初めて不

妊症対策支援事業である「美幌町こんにちは

赤ちゃん支援事業」を開始しました。これ

は、不妊のために子を持つことができない夫

婦が、保険診療適用外の不妊治療を受けた場

合に、その治療費の一部を助成し、経済的負

担の軽減を行うことを目的とするもので、平

成１６年１０月から、国と北海道が特定不妊

治療費助成事業を開始し、本町の不妊症対策

支援事業と同等の内容であったことから、事

業を移行し、継続した対応が行われていると

ころであります。

この助成事業は、高額な医療費がかかる体

外受精、顕微授精といった特定不妊治療以外

の治療法では妊娠の見込みがないと医師に判

断された方で、知事が指定した医療機関で治

療した方が対象となり、オホーツク地域で

は、産科・婦人科北見レディースクリニック

と中村記念愛成病院が指定医療機関となって

おります。

助成内容の概要は、１回の治療につき１５

万円を上限とし、妻の年齢が４０歳未満の場

合は年間助成回数と通算助成期間は限度な

く、通算助成回数が６回まで助成されます。

近年、不妊症は増加傾向で、その背景とし

ては女性の晩婚化と晩産化が指摘されてお
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り、女性の妊孕性（妊娠のしやすさ）は、２

２歳ごろをピークに年齢の増加とともに低下

し、４０歳代になると妊娠率は顕著に低下す

ると言われております。その中で、特定不妊

治療費は医療技術の進歩に伴い高額となって

おり、特定不妊治療費助成事業の助成件数も

年々増加傾向にあります。

御指摘の町単独による治療費助成の上乗せ

につきましては、女性の社会進出やライフス

タイルの変化により出産に対する考え方が多

様化する中で、少子化対策としての観点、高

度医療による治療費の増、地域において治療

を受けることができる環境が整いつつあるこ

となども視野に入れ、少子化対策全体として

優先度を見きわめながら検討してまいりたい

と考えております。

次に、不妊の相談窓口体制はについてであ

りますけれども、不妊症に関する相談窓口に

つきましては、専門的な相談については、旭

川医科大学に不妊専門相談センターが設置さ

れており、女性の健康に関することや助成制

度に関することは、北見保健所に女性の健康

サポートセンターとして健康相談窓口が開設

され、電話や来所による相談対応を行ってお

ります。

町でも、健康推進担当において、妊娠、出

産、育児の相談や健康相談を実施しており、

今後とも北見保健所などと連携を図りながら

相談体制を整備するとともに、助成制度を含

め、町民がわかりやすい周知に努めてまいり

たいと考えているところであります。

次に、地域集会室について。

地域集会室の考え方についてであります

が、地域集会室は、町民の連携意識を高め、

健康で文化的な地域社会の建設と発展に寄与

することを目的に、条例で定めているところ

であり、自治会活動を初め老人クラブ活動や

各種団体の会合など幅広く利用されておりま

す。

また、市街地の地域集会室では、複数の自

治会が供用しながら利用をお願いするなど、

限られた集会室を効率的に有効活用できるよ

う進めており、地域集会室は、地域における

コミュニティ活動を行う場として、自治会や

住民に利用していただいているところであり

ます。

御提案である自治会内の空き家を活用した

高齢者の居場所づくりに地域集会室を設置し

てはとのことですが、その規模や管理、運営

面など課題が多いため、空き家利用は高齢者

対策の施策として研究してまいりたいと考え

ております。

次に、道路行政について。

町道１１９号（あけぼの通り）冠水対策に

ついてでありますが、町道１１９号（あけぼ

の通り）の冠水対策については、平成２４年

第７回美幌町議会定例会において、日の出自

治会長からの陳情が採択され、冠水被害の根

本的対策に向け、町は網走開発建設部北見河

川事務所の協力をいただきながら種々取り組

んでいます。

冠水の原因として、下水道計画以上の降雨

量により道路冠水が頻繁に起こり、住宅浸水

の危険性が増大している。稲美樋門におい

て、ポンプで強制排水を行い、堤内地域の浸

水対策を講じているが、短時間のゲリラ豪雨

など下水道管の機能が働かない事態となって

いる。日の出地区の地形（標高）により、低

地に集水して冠水、浸水の危険が増大するこ

とと認識をしております。

その対策の主な取り組みとして、平成２４

年度以降に、下水道管への負担を軽減させる

ために導水管やふたの改修、さらには堤内排

水路ヘの管接続、稲美樋門釜場のポンプ増

設、常備電源設置を行っており、今後におい

ても堤内排水路へのポンプ増設、さらには北

見河川事務所美幌水防拠点に配備されている

高性能の排水ポンプ車の出動要請を行うこと

を考えております。

特に、高性能の排水ポンプ車は、平成２５

年度において、町内の建設会社が網走開発建

設部との間で災害対策用機械等の出動に関す

る協定を締結したことから、災害時の速やか

な対応が期待できるものであります。
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今後におきましても、ゲリラ豪雨など異常

気象に対応するためには、日ごろから気象

データを収集し、その動向を見きわめ、いち

早く樋門釜場や堤内排水路に設置したポンプ

の稼働並びに高性能排水ポンプ車の出動要請

を行うことが不可欠でありますことから、冠

水被害の未然防止に向け十分に意を用いて取

り組んでまいります。

次に、環境衛生について。

合同納骨塚設置の考えについてであります

が、合同の納骨塚を実施しております北見市

につきましては、平成２５年４月開始以来、

現在までに約１５０体の申し込みがあり、ま

た、網走市においては、平成２５年１０月開

始以来、現在までに約２３９体の申し込みが

あるとお聞きしております。

申し込みをされるほとんどの方は、お墓の

維持管理や承継者の問題で、次の世代に迷惑

をかけたくない方などでありますが、中には

申し込み後に家族などの反対やお寺との相談

により、やめられる方もおられるともお聞き

しております。

また、町内の宗教法人に伺ったところ、各

自で使用されております納骨堂のほかに、合

同納骨堂なども所有し、承継者がおられない

方などへも適切に対応され、お骨を納められ

ております。

このような状況から、現在のところ町とし

て合同納骨塚設置の考えはございませんが、

引き続き宗教法人と協議しながら研究してま

いりたいと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは、不妊治

療のほうから２回目の質問を行っていきたい

と思います。

体外受精が日本で始まって３０年。ここ何

日間か、病気の方の卵子を先にとっておいて

１０年以上凍結しておいて、後で子供を産め

る状態にするとか、日本の技術というのは非

常に高まっているようです。

２０１３年の１０月の新聞で、体外受精で

生まれた子供が３０万３,８００人。今や年

間生まれる子供の３２人に１人が体外受精で

生まれているということです。

２０１３年の少子化対策白書では、女性が

第１子を出産する年齢は３０.１歳と、初め

て３０歳を超え、晩産化が進む傾向が少子化

の一因と分析して、これまで子育て支援を重

視してきた少子化対策についても、晩産化

と、背景にある晩婚化を踏まえた支援策の重

要性を強調しています。

この白書では、若い世代は、この１０年間

で低所得層にシフトしてしまった。雇用不安

や所得の減少、２０歳代の所得分布は年収２

００万円前半、３０歳代でも３００万円台に

落ち込んだと。これは全国的な数字ですの

で、美幌町の場合はもうちょっと低いのでは

ないかなというふうに考えられます。

体外受精も自然妊娠同様、女性の年齢が上

がるとともに妊娠率は下がり、流産もしやす

くなります。体外受精は、１件当たりの出産

率は３５歳で１８％、４０歳で８％。これを

見ましても、若い世代からの治療は効果が高

いことがわかりますが、経済的には負担が大

きく、取り組みづらいということが予想され

ます。

管内町村の単独助成制度は、北見、網走、

小清水、大空町で５万円、訓子府町は１５万

円。これは、それぞれ条件はありますけれど

も助成制度があります。収入の少ない若い世

代から早期に取り組むためにも、美幌の人口

をふやすという意味で取り組む考えがない

か、再度町長にお聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、御質問の中でも

さまざまな課題があるというようなお話をお

伺いしました。

私どもの町、全道に先駆けてというような

ことで､不妊治療を国に先駆けて実施をしま

した。それで、何名の方かが、これは個人情

報なのでお知らせすることができませんけれ
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ども、お子さんを授かったというようなこと

も聞いておりますので、いずれにしろ少子化

全体の中でどうできるかということは検討し

ていかなければいけないと、そのように考え

ております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） さまざまな課題が

あるけれども全体を見ながら考えていかなけ

ればならないということだったのですけれど

も、これは何名の方というのはわかります

か。あのころは何人生まれましたと、たしか

報告があったのです。もしわかれば、今

ちょっと教えていただきたいなと思うのです

けれども。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 不妊の美幌町で

行っていた助成数につきましては１７人、そ

のうち３名が出産しているということでござ

います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長、もう１

回。

○民生部長（藤原豪二君） 試算ということ

で、要するに１７人のうち３名が出産してい

るだろうという試算でございます。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） これは、先ほど２

回目に私が申し上げた３０万３,８００人体

外受精で生まれていると。その中で、ざっと

計算すれば３２人に１人が体外受精で生まれ

ているという。もし不妊治療が行われていれ

ば、たしか美幌で１６０人生まれているとし

たら、５人くらいの数になるのではないかな

と。やっているかやっていないかわかりませ

んから、それは。何か、そういうふうな計算

になるかなと思います。

３名生まれたということは、あのころ

ちょっと議会で報告があったかなと思いま

す。

それで、次の質問をしていきますけれど

も、不妊の原因は男女半々とされるというこ

となのです。体外受精の主役を担う不妊治療

クリニックの大部分では婦人科の先生が行っ

ているというのが現状ですけれども、男性不

妊の専門の獨協大学の泌尿器科教授は、精子

に問題があっても、治療すれば自然妊娠を目

指せるケースもあり、男性側の診察が大切で

あるとのことです。

それで、昨日の行政報告で、美幌にすばら

しい泌尿器科の先生が来てくださるというこ

とで、そこのところをやっていただけるかど

うかはわかりませんけれども、男性の不妊治

療ということに対しても、もしかしたら美幌

が取り組めるのかもしれないなというふうに

私はきのうの話を聞いていて期待したところ

です。

一般には１０組に１組の夫婦が不妊に悩む

と言われています。現代ではもうちょっと増

加しているのではないかというふうに言われ

ています。かつては女性だけの問題として、

採卵、ホルモン治療で心身の大きな負担、そ

れに加えて高額な医療費と抱え込んでいまし

た問題ですけれども、支援制度の周知、ここ

にやっぱり町の支援があれば、もっとひとり

で悩まなくてよい応援体制づくりが大切では

ないかなというふうに思っています。

不妊のことに対して、結婚した方にそうい

うことを言うということは非常に微妙な問題

ですので、人それぞれの生き方は自由なので

すけれども、自分が例えば治療したいなとい

うときには、どういうところから入っていく

のかなということで、先ほどの相談体制とい

うところでちょっとお聞きしたいなと思って

いるのですけれども、例えば、先ほど言いま

したように奥さんだけが抱え込んでしまって

夫の協力がなかなか得られない。その間に年

数が経過して３０代後半になってしまったと

いう悩み相談なんかもありましたけれども、

治療に対しては、取り組むタイミング、それ

と終了するタイミングが非常に難しいという

ふうに言われています。

相談窓口は、旭川医大の不妊専門相談セン

ターがありますということなのですけれど



－ 69 －

も、実際に北見の相談センター、それから、

北見まではわからないかもしれませんけれど

も、美幌町の健康推進課なんかで何らかの形

で相談を受けることが今まであったのかどう

かだけお聞かせください。

○議長（古舘繁夫君） 健康推進主幹。

○健康推進主幹（佐藤和恵君） 今まで、少

ない数ですけれどもお電話で、男性の方から

御相談があったケースが１件あります。

うちのほうで保健師を配置してございま

す。それぞれ地区担当ということで、おおむ

ね自治会ごとで担当する保健師が配置になっ

てございます。こういった中で御相談を受け

るというケースもあろうかと思います。

また、非常に不妊に対する相談というの

は、通常以上にプライバシーに配慮しなけれ

ばならない問題だというふうに考えてござい

ます。

美幌町では、電話交換を通さず直接保健師

につながる直通の電話を御用意してございま

す。こういった電話もお使いいただけるので

はないだろうかということで考えてございま

す。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 直通の電話を用意

していただいているということで、本当にプ

ライバシーとか、ナイーブな問題ですので。

ただ、そういう問題だけに、どこに話をして

いったらいいかということで、旭川とか北見

のところよりも、やはり地元で何回か相談す

る、最終的には顔を見て相談するということ

も非常に相談者にとっては心強いものがある

のではないかなと思っています。

それと、美幌の単独の応援があれば一番い

いのですけれども、国や道からの不妊治療費

の助成制度も、また大きく変わりますよね。

４３歳以上の方は対象にならないとか、悪い

面といい面が今度は出てくるのですけれど

も、この周知なんかに対しては、どのように

しようと考えているのでしょうか。例えば不

妊治療をしようとする方が、そういうものを

目にする機会というのですか、そういうもの

はどのようなところでなっているのかなと思

うのですけれども。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 主にホームペー

ジでお知らせしているということで、美幌町

のホームページ、それから北海道のホーム

ページ、そちらのほうでやっているというこ

とでございます。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 私も、どちらかと

いうと若い人対象なので、ホームページ、し

かも町のホームページのほうから入っていっ

て、そしてそこに相談体制やなんかがあると

いうほうが一番心強いかなというふうに思っ

ています。

少子化対策として、ぜひ町単独の助成を考

えていただきたいと思いますし、それと同時

に若いうちから夫婦で取り組むというよう

な、先ほどもナイーブな問題と言いましたけ

れども、そんなに隠さない、若いうちから夫

婦で取り組むのだよというような、機運を上

げるというような取り組みも必要かなという

ふうに思います。十分、今後も不妊治療の宣

伝もしていきながら、町長には美幌町の人口

増ということで、ぜひ子供が欲しくてもでき

ないというところに町の応援をお願いしたい

ということで、もう一度町長の決意を聞い

て、この問題を終わりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私、２回目の答弁の

ときに、くくりとしては少子化の中のと言い

ましたけれども、ただ、結婚して御夫婦に

なって、子供を授かるというのは本当に切実

な願いだと思いますので、少子化というとこ

ろでくくっていいのかどうかというのは非常

に迷いがありますけれども、いずれにしろそ

ういった望み、思いに応えるような検討は、

そういうことに取り組めるような、そういっ

た希望を持てるような施策を何とか検討して

いきたいと、そのように考えております。
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２回目の答弁で少子化のうちにというよう

なことで、ちょっと、くくりの中で言ってし

まいましたけれども、それがいいのか、願い

に応えるというような思いのほうがいいの

か、ちょっと言葉として適切でなければおわ

びを申し上げたいと思いますけれども、そう

いう思いであります。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 私も全くそういう

思いです。少子化というところから入ってい

きましたけれども、先ほど本当に、私の友達

も、旭川だったのですけれども、２０代後半

ぐらいから不妊治療やなんかに取り組んで、

その話を十分聞いていました。それこそお金

がかかる、痛い、つらい、苦しい、孤独な闘

い。そして、今は北見のクリニックではっき

り出ていますけれども、そのころはまだ、こ

の病院がいいというと、そこへみんなが行

く。また流れてこちらの病院に行くという、

終わりが見えない闘いで、非常に大変苦しい

ものなのだよということを聞いたことがあり

ますので、本当にそういう切実な願いを持っ

た方々を、助けてあげると言ったらちょっと

おかしいですけれども、応援するという、そ

して望んだ赤ちゃんができれば、それは一番

いいことだなというふうに思っています。

その辺は、少子化という言葉は使いました

けれども、やっぱり子供を望む人の応援とい

うことが大きくなると思いますし、それを表

に出して治療できるような、私もどういうふ

うにしたらいいのかなということを考えまし

たけれども、例えば、ちょっとこれは別なの

ですけれども、ＤＶ対策にしても、隠してい

るものを少しずつでも女性に広めていった。

例えばトイレに入ったときに、あなたは大丈

夫ですかみたいなカードがあったりなんかし

て、ホームページやなんかも大切なのですけ

れども、そういうそっとしたところから目に

つかせるというような取り組みもいいのでは

ないかなと思って、自分はちょっと今、この

問題を一生懸命考えるようになってから、そ

ういう、周知も難しいなというふうに考えて

おります。

次に入っていきます。地域集会室に２回目

の質問をしていきます。

地域集会室を自治会で建設する際は、昔は

建物を取得したら、その２分の１、５００万

円までを改修工事に出すとか、それから、宝

くじとかで、これは当たるかわかりませんけ

れども、そういうことがありました。

自分たちの自治会なんかでもそういう機運

が高まって、主に女性なのですけれども、ぜ

ひそういう活動の拠点が欲しいということ

で、あちこち模索したときがありましたけれ

ども、結局、自治会単位で不動産を取得する

ということは、やっぱり非常に難しい面もあ

ります。役員の年齢構成とか、それから、そ

のときの役員の機運の高まり、やっぱりそれ

がずっと続くとは限りませんので、活動の拠

点は欲しいけれども不動産として取得するこ

との難しさというのもそのとき感じました。

今、きのうの一般質問に出ましたように、

高齢化は確実に進んでいますし、地域の敬老

会なども取りやめるところも出ています。高

齢者が多くなり、支える側より支えられる側

のほうがふえたというのもこれは理由なので

すけれども、離れたところで敬老会をして

も、送り迎えまで考えますと非常に無理があ

ります。そんなのだったらみんなに何か配っ

て終わりにしようかなどということになった

りしているのです。

先ほどの１回目の答弁では、規模や管理、

運営面など課題が多いとのことですけれど

も、最初の質問でありましたように、ごく普

通の一軒家でいいのではないかなと。大した

そんな立派なところでなくても、車で行っ

て、役員会とか、鍵を借りに行く、返しに行

く、冬ならストーブをつけに行くとか、非常

に大変なものですから、ついつい一般の喫茶

店や何かで時間を気にしながらやっている。

それはもちろん自己負担を伴います。

高齢者の食事会も月に１回やっているとこ

ろも結構ありますけれども、そういう拠点が
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あれば、食事会でなくても、出かけていって

遊んで帰れるような、つえをついて歩いてい

ける場所にあるということが一番私は使用頻

度が高いのではないかなというふうに思って

います。

今回の質問にはちょっと間に合わなかった

のですけれども、自治会の会館の使用頻度が

上がっていっているのか。ちょっと、下がっ

ていっているのかなと。次回に向けて、また

調べていきたいと思いますけれども、そうい

うふうに、ちょっと遠くなると、近間で済ま

そうというふうに考えてしまいます。

きのうの介護保険が改正される。支援事業

として、これから介護保険に入らないための

自治会の役割というのも結構大きくなってく

るのではないかなというふうに思っていま

す。

今、例えばがんの余命宣告をされても、か

なり自宅療養ができるようになりました。近

所で集まったときの会話をたまたま私は聞い

て、近所力というのはすごいなと思ったので

すけれども、その方はがんだったのですけれ

ども、元気かいと言って、そうしたらその方

は、いや、俺ももう命の期限は切れているの

だと言いながらも、近所の方と何げない会話

をしていた。私は本当に近所づき合いという

のはいいことだな、こういうふうに出かけて

くるところが本当にあるということはいいも

のだなというふうに思いましたし、それか

ら、きのうもボランティアとか、そういう話

をしていましたけれども、近所の住民とか、

非常に助け合って生きています。もちろん、

町長もそういうところは十分理解されている

かもしれませんけれども、手術されたひとり

暮らしの方に消化のよいものを運んでいくと

か、認知症の方でも毎日ちょっと顔を出して

あげるとか、本当に地域力というのは大きな

ものがあります。その地域力を高めるために

も、これは今後、調査研究するとは言ってい

ましたけれども、もう一度町長の御意見をお

聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 地域集会室の考え方

ということで、お年寄りを対象に、地域の空

き家利用というようなことだと思いますけれ

ども、今、美幌町に６７の自治会があって、

町所有であるか自治会所有であるかは別とし

て、それぞれ集会室を持っているというよう

なことで、それとの運営の役割分担をどうす

るかだとか、いろいろ研究してみなければ、

なかなか難しい面もあると思いますので、１

回目に答弁させていただいたように、引き続

き研究をさせていただきたいなと。

にわかに今、検討してすぐ、何年後にとい

うようなことにはなかなか難しいと思います

けれども、ただ、今、高齢化対策というよう

なことでの発想だと思いますので、その辺、

既存にある集会室との機能分担だとか、ある

いはどの程度の施設が必要なのか。そしてま

た、各自治会では老人クラブも存在して、そ

れぞれベースにする施設を持ってやっておら

れると思いますので、その辺のこともちょっ

と調べてみないと、今、直ちに検討して何年

後にというようなことはお話しできませんけ

れども、いずれにしろ研究をさせていただい

てというようなことになると思いますので、

その辺、御理解をお願いをしたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 私も前々からこう

いうことは思っていました。一つの集会室を

つくるために、町の土地だったらあれですけ

れども、やっぱり何千万円かかかる。それで

いいのかなと。あと、本当に今、美幌の中で

も一軒家が結構あいてきていますので、繰り

返しになりますけれども、そういうところの

家賃補助とか、例えば活動の拠点を３年間の

モデル事業とか、そういうふうな取り組み

で、これはどこでもではそういうことをしな

さいとなると、これはできないと思いますけ

れども、やっぱり機運が高まっている自治会

の手挙げ方式としてやってみたらいかがかな

と思います。
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これはあくまでも提案ですので、提案し

て、「はい」ということにはならないのも私

も十分承知していますけれども、ぜひ既存の

使用頻度とか、どういうことに使われている

かということを研究しながら、今後、先ほど

町長の答弁にありましたとおり調査研究して

いただきたいと思います。

次に、町道１１９号のところに入っていき

ます。

答弁にありましたように、平成２４年、平

成２５年と、対策はされているとのことです

けれども、平成２６年に予定していた部分、

低地ルート排水管検討やマンホール改修検討

などはどうなっているのかお聞かせくださ

い。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） ただいまお

尋ねのありました平成２６年度、平成２７年

度の検討を実施している項目といたしまし

て、まず１点が低地排水の確保ということ

で、こちら、昨年の１２月に日の出自治会の

役員と意見交換並びに説明をさせていただい

た内容でありますが、あけぼの通りから美幌

川の堤内排水に向けて、堤内排水路を新たに

確保してはいかがなことかということであり

ました。こちらにつきましては、工法だと

か、また用地だとか財政面、いろいろな問題

がありますので、これらについて現在検討し

ているところであります。

もう１点の平成２６年度、平成２７年度の

検討を実施する課題としまして、こちらはあ

けぼの通りから美幌川に向かっていった地点

に１カ所ございますマンホールの損失緩和策

ということで、マンホールの改修、こちらに

つきましても、どのような方法がいいかとい

うことを、今、担当部局の中で検討させてい

ただいている状況であります。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 河川事務所とかい

ろいろなところで相談して、その対策は練っ

ているということなのですけれども、財源の

確保がいることから、すぐはできるとは思い

ませんけれども、平成２６年に予定されてい

たことが、これはちょっと、低地ルート、周

りに例えば地権者というのですか、それを

使っている方がいるということなのですけれ

ども、これは、その辺に暮らしている方は、

その水の出方やなんかを見ていますので、割

と協力していただきやすいのではないかなと

いうふうに私は思っています。

これは、平成２６年度にできなかった工法

を考えたり、マンホールもどのような方法が

いいかということを考えているということな

のですけれども、来年の話になって非常に恐

縮なのですけれども、ことしできなかったこ

とを来年に期待していいのかどうか、その辺

のところをお聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） ただいまの

低地排水の関係ですけれども、こちらにつき

まして、日の出自治会からことし、自治会連

合会を通じて要望の上がっている案件であり

まして、今月、日の出自治会と意見交換させ

ていただく手はずになっております。その中

で、実際に地元でよく見てらっしゃる部分も

かなり多いと思いますので、そういった中で

御意見を聞いていきたいと思っております。

よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 今月、自治会に説

明をするということなのですけれども、その

地域で、ことしはたまたま穏やかな年であり

ましたから、余り慌てることはなかったので

すけれども、やっぱりテレビやなんかを見て

いて、あの報道があれば、これだけ短時間で

雨が降れば、この辺はどうなるかなというふ

うに、本当に心配しています。美幌は災害が

少ない町だと言いますけれども、やっぱり低

地に住んでいる者にとっては、そうは思って

いません。

それで、地域も自主防災とかいろいろつ
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くったり、図上訓練、これも２年続けて行っ

たりして、ほかの自治会から見れば危機管理

には大変敏感になっていると思いますけれど

も、住民だけではどうにもならない問題であ

りますので、不安解消のためにも進捗状況の

説明もあればもっとよいのではないかなとい

うふうに思っています。

答弁によれば、高性能の排水ポンプ、災害

時にデータなどを速やかに収集して、ゲリラ

豪雨のときなどは樋門、釜場とか排水路に設

置のポンプなどを早急に対応するということ

なのですけれども、ぜひ今後、雨の多いとき

には、本当に早目に対応していただきたいと

思います。その点でもう一度答弁をいただけ

たらと。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） これまでも

日の出地区の皆さんには、冠水ということで

非常に被害に遭われているということで、町

としましても、日ごろから気象情報を収集し

て、本当にいち早い、先手先手と、空振りを

恐れずに対応していきたいと思っております

ので、どうぞよろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 空振りを恐れず、

でも、なかなか避難してくれなかったりなん

かして、非常に問題点もあるのですけれど

も、ただ、また繰り返しになりますけれど

も、本当にあけぼの通りの中心地、冠水のと

ころは、避難の拠点であるという、あそこに

集まらなければバスにも乗れないということ

ですので、一刻も早い対応をお願いして、こ

の質問を終わらせていただきます。

次、合同納骨塚のほうに入っていきます。

網走と北見の申し込み状況なども書いてい

ただきましたけれども、網走の場合は北見の

人口の割に非常に申込者が多くなっておりま

す。それもやっぱり市民の要望がふえていっ

たことから建設に至ったとのことです。

近年は、進む核家族とか、それから墓守が

いない。昔のように兄弟が多ければ、誰かが

守っていくということになるのでしょうけれ

ども、就職で地元を離れた、都会に行った子

供たちのついの住みかは都会であり、それで

も墓守になる人は、出身地から墓を取り寄せ

る、お墓の大移動時代が始まっているという

報道もあります。

町内の墓園使用料の推移を見てみますと、

平成１８年くらいから墓園の返還数が２桁に

なってきています。平成１８年から平成２５

年までの実績は、許可額数が１３１件であ

り、返還件数が１２２件と、９件の増加では

ありますけれども返還が非常にふえているな

というふうに感じました。これは、先ほどの

お墓が都会に移動になるということもありま

すけれども、それだけ町民がお墓のことに対

して真剣に考えているということがうかがえ

るのではないかと考えます。

町民の要望は高くなっているというふうに

私は考えていますし、町長は、ニーズは余り

感じていないというような、最初の質問のと

きにおっしゃっていましたけれども、私は、

こういうことが問題になってから結構町で呼

びとめられて話を聞きますし、実際にここに

座っている議員も、そういう話をされた議員

もいるように聞いております。

例えば、町長はいろいろなところに出かけ

ていって、いろいろ対話をされますけれど

も、こういう話は聞いたことがないのでしょ

うか。その点、伺います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 平成１９年からこの

職にありますけれども、一度も聞いたことは

ありません。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 私は、うわさかど

うかわかりませんけれども、町長に手紙を書

いたなどという人もいたかなと思いますけれ

ども、受け取っていませんか。（町長「い

や、ちょっと」と呼ぶ）わかりませんか。

非常に、温度差があるかもしれませんけれ

ども、やっぱり男の子がいたり、それに孫が
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生まれたりとか、そういう人と、それからひ

とり暮らしとか、女の子だけとか、本当に町

民によっていろいろ温度差はあると思いま

す。

ただ、実際に網走へ行って、見てきている

町民もいます。俺たちもああいうところに入

りたいなとかと言いますけれども、やっぱり

北見市と網走では、住民票があるとか、それ

から親族がいるとか、本籍があるとか、やっ

ぱり誰でもというわけではないのです。

しつこくなるようですけれども、今後も住

民の要望を酌み取っていただきたいし、そし

て美幌町に生きた者が、やっぱり美幌に眠り

たいという、先ほどお寺でも何でもあるのだ

という話は町長はされていましたけれども、

今は時代の流れではないかなと思いますの

で、美幌に眠りたいという人の場所をぜひつ

くっていただきたいなと思いまして、もう一

度、町長から答弁をいただきまして、終わら

せていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私もこの前、夕方の

テレビで、札幌かどこか、都市部の合同の納

骨堂といいますか、あの風景を拝見しまし

た。僕は寂しく感じました。こういう入り口

にお骨を投げ入れるのです。僕は非常に切な

い思いをしました。これが合同塚なのだなと

いうような。たまたま見た映像はそういう状

況だったので、これはちょっと、どうなのか

なというような思いはありました。

それで、町内のお寺、それぞれ宗派があり

ますので、檀家のところでは、合同の納骨塚

みたいなものと、あと、それぞれのお骨で預

かるというようなこともやっておられますの

で、そういったことから、宗教法人との協

議、いろいろな御相談をさせていただくとい

うようなことをやってきたわけでありますけ

れども、そちらは非常に厳しい反応があった

のも事実でありますので、いずれにしろ、

今、この町で、大きなうねり、大きな声とし

て出てきているかというと、私の聞き方も悪

いのかもしれませんけれども、まだそういう

状況にはないのではないか。そして代替措置

も、しっかり、それぞれのお寺でやっておら

れるということでありますので、そういうと

ころにも配慮しなければいけないという思い

でありますので、答弁としては１回目の答弁

と今のところ変わりがないということであり

ますので、御理解をいただきたいと、そのよ

うに思います。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） しつこくやります

けれども、済みません。

たまたまテレビで見たのは悪い例だったの

ですね。例えば、北見でも何でもそうですけ

れども、いろいろなところを調べますと、２

０年は預かるよと。例えば２０年後に返して

といったときは返しますとか、いろいろな例

がありますので、それこそ調査研究をお願い

したいと思います。

終わります。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さん

の一般質問を終わります。

これで、一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１１時１５分といたします。

午前１０時５９分 休憩

────────────────

午前１１時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第３ 報告第１８号

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 報告第１

８号総務文教厚生常任委員会事務調査結果報

告についてを議題とします。

職員に報告書の調査の結果についてのみ朗

読させます。

○議事係長（水上修一君） ３、調査の結

果。

現在、少子高齢化が急速に進んでおり、町

民が安全で快適な暮らしを確保するために

も、地域の活力を高め、誰もが安心して自立
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した生活を送ることができる地域社会づくり

が求められている。

本町では、地域づくりの基本であり、町民

の願いでもある子育て支援を重点施策の一つ

として位置づけ、子供の健全育成の充実を図

り、さまざまな子育て支援施策を展開してき

ている。

また、「長生きを楽しめるまち」を提唱

し、要介護状態を予防するための介護予防事

業、健康づくり事業を初め、介護を必要とす

る方や介護する方への支援として、高齢者福

祉施策、介護サービスの整備や充実を図って

きている。

今後、住みなれた地域で安心して安全に生

活できるためには、一人一人のニーズに応じ

て、保健・医療・福祉が一体となって支える

仕組みづくりの確立が喫緊の課題とされてい

る。

このような状況を踏まえ、当委員会では

「子育て支援の取り組み」、「地域包括ケア

の取り組み」、「公立病院を支える会の必要

性」の３項目について着目し、道外の先進地

を視察・調査したので、その代表的な取り組

みを紹介したい。

山形県庄内町（平成２６年１１月１日現在

人口２万２,５４１人）では、町民挙げて子

育てを応援する機運を高め、少子化対策及び

若者定住促進につなげていくため、平成２１

年３月の庄内町議会において「子育て支援日

本一町づくり宣言」を可決している。

住民主導の支援組織、子育て応援ネット

ワークと協働で町民の意識醸成に努め、若い

世代に対して、誕生祝い金の支給や小中学生

医療費無料化など、きめ細かな３８項目の施

策を実施している。

施策を実施するためには当然財源が必要で

あるが、庄内町は子育て支援に予算を重点配

分している点が特色と言える。

静岡県富士宮市（平成２６年１１月１日現

在人口１３万５,１４８人）では、地域包括

支援センターを福祉総合相談課内に設置し、

高齢者だけでなく、介護・障害・児童・家庭

内暴力などの窓口を集約し、縦割りとなりが

ちな行政サービスを横断的に受け持つ相談機

関の連絡調整をワンストップで受け付けし、

円滑な支援ができるシステムを確立してい

る。

相談窓口を一元化したことで、民生委員・

児童委員や地域住民にとっては地域の困難事

例を相談する窓口が明確になったというメ

リットが生まれ、地域で発見された課題は、

見守りネットワークや民生委員・児童委員か

ら地域包括支援センターに集約されるという

仕組みが機能している。

長野県大町市（平成２６年１１月１日現在

人口２万９,２９３人）が設置する市立大町

総合病院は、病床数２８４床を持つ２次医療

圏中核病院であるが、病院医療の根幹をなす

内科を中心に医師不足が著しく、内科医師が

平成２２年４月には最悪２人となるおそれが

あった。

残された医師の過重労働、他の診療科への

大きな影響が予見され、病院存続の危機が顕

在化した同時期に、将来の地域医療圏に危機

感を持った大町総合病院の医師たちが市民講

座を開催し、その中で病院の窮状を訴えた。

病院の危機的な状況を聞いた市民は衝撃を

受け、地域医療を守るために行動を起こそう

と考え、平成２２年３月に「地域医療をとも

に考えるシンポジウム」を開催し、活動する

市民の参加を呼びかけ、同年５月に賛同した

７０名余りで「市立大町総合病院を守る会」

を設立した。

現在、会員は２１０名、団体会員は２５団

体で活発な活動を展開しており、地域医療に

果たす「市立大町総合病院を守る会」の存在

は大きな力になっている。

以上のとおり、先進地も含め調査・検討す

る中で、委員会として意見の集約を見たの

で、ここに報告する。

１、子育て支援の取り組みについて。

国立社会保障・人口問題研究所は、全国の

地方都市の２０４０年（平成５２年）の将来

人口推計を発表し、地方都市の人口急減がク
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ローズアップされた。

この推計が示す美幌町の人口（１万４,２

２８人）は極めて深刻である。総人口が美幌

町のピーク時（昭和６０年国勢調査人口２万

６,６８６人）の５４％に急減することはも

とより、特に１５歳未満の幼年人口が２０４

０年にはピーク時の６分の１以下に減少、ま

た、２０歳以上４０歳未満の子どもを産み育

てる若年女性もピーク時の４分の１以下に急

減するとの推計は極めてショッキングなもの

である。

その後、日本創成会議が、人口移動が収束

しない場合には、美幌町では若年女性の人口

がピーク時の１８％弱となるとの推計を発表

しており、自治体消滅論が全国で関心を呼ん

でいる。

今回、子育て支援日本一のまちづくりを宣

言し、３８項目に及ぶ施策の推進で第３子以

降の出生数を増加させ、着実な成果を上げて

いる山形県庄内町を視察・調査した結果、美

幌町でも子どもは地域の宝と位置づけ、町を

挙げて安心して子どもを産み育てられる町と

するために、町の存亡をかけた喫緊の課題と

して取り組むべきことを提起する。

「子育て支援オホーツクナンバーワンの町

（仮称）」を目指し、次の点を柱とした総合

的な施策の推進を図るべきである。

ア、子育て支援基本条例を制定し、子育て

支援の総合窓口を設置して、若者が美幌町に

定住・移住できる環境をいち早く整備すべき

である。

イ、子育て支援のため、少なくとも中学校

卒業までの医療費無料化など、福祉・医療・

教育・雇用・住環境整備など、総合的な施策

の展開を図るべきである。

２、地域包括ケアの取り組み強化につい

て。

町民が安心して暮らすためには、支援を必

要とする一人一人のニーズに応じて、保健医

療や介護福祉、さまざまな生活支援サービス

が日常生活の場に用意され、そのサービスは

包括的・継続的に提供される必要がある。

２０４０年（平成５２年）に７５歳以上の

人口が、現在（３,３９９人）の１.５倍

（５,０９８人）にふえ、医療も介護もとも

に在宅の比重が高まる中にあって、地域包括

ケアの組織強化は一段と求められている。

今回、視察・調査した富士宮市において

は、高齢・介護・障害・児童・生活困窮・家

庭内暴力など、全ての福祉課題に対応する地

域ケアシステム構築を目指し、市と社会福祉

協議会、地域包括支援センターが一体となっ

た地域福祉のネットワークがつくられ、相談

者をたらい回しにしないワンストップの支援

体制が構築されており、その中心に、高い専

門性と調整能力を有する専門職員を配置して

いることである。

美幌町が行政として地域包括ケアを拡充・

推進するためには、その役割を果たす地域包

括支援センターが民間に業務委託されている

ことから、地域医療連携室を持った町立国保

病院や各介護施設、さらには民間団体なども

含めてコーディネートするために、行政に高

い専門性と指導力、調整能力を有する職員を

恒常的に配置することを提起する。

３、「町立病院を支える会（仮称）」の設

立について。

本年４月に町立国保病院の新院長に就任さ

れた松井先生は、厳しい経営環境の中で、改

革へのロードマップを全職員に示し、みずか

らその先頭に立つ決意を表明されている。

町内唯一の入院ベッドを持つ町立国保病院

は、保健・福祉・介護を含めた地域医療の中

核施設として、開業医の協力のもと、地域包

括医療や訪問診療など、患者・家族の立場を

優先する新しい病院経営方針を議会として全

面的に応援したい。

同時に、町立国保病院は、平成２１年に続

いて、再び常勤医師５人体制に陥り、新しい

経営方針の達成はもとより、救急医療を初め

とする町立病院本来の任務を果たす上でも、

医師不足解消が喫緊の課題となっている。

今回、視察・調査した市立大町総合病院の

市立大町総合病院を守る会は、常勤医師の減
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少で危機的状況となった中で、市立病院の積

極的な役割を住民に啓発し、医師や職員を温

かく激励し、病院の周辺環境を整えるなどの

多様な活動を積み重ね、医師確保と病院経営

の好転に大きく貢献している。

患者・家族の立場を優先する町立国保病院

の改革へのロードマップを側面から支援する

ためにも、「町立国保病院を支える会（仮

称）」の設立を町民に呼びかけることを提起

する。

○議長（古舘繁夫君） それでは、委員長よ

り報告を求めます。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君）〔登壇〕 ただいま読

み上げていただきました報告のとおりであり

ますが、若干、口頭で補足をさせていただき

たいと思います。

第１項目めの子育て支援の取り組みについ

ては、報告書には基本的事項を掲載いたしま

したが、当面、次の課題に早急に取り組む必

要があるというふうに考えています。

一つは、保育料の軽減や、大胆な多子割引

制度、また、学童保育を小学校卒業まで広

げ、預かり時間を延長する。子育て世帯への

家賃補助や住宅シェアリングなどを検討す

る。ゼロ歳児保育の一層の推進、さらに、病

児・病後児受け入れ施設の整備など、子育て

中の親が安心して働ける環境を整える必要が

ある。

第３項目めの、「町立病院を支える会（仮

称）」の設立についてでありますが、町立病

院を支える会の役割については、一つには、

新院長の経営方針を広く町民に普及するとと

もに、例えば地域医療シンポジウム、院長や

各先生方の話を聞く、町立病院医師・スタッ

フの歓迎会を積極的に行う、病院環境の美化

などがその活動として考えられると思ってお

ります。

なお、第２項目めの地域包括ケアの取り組

み強化につきましては、中心的役割を果たす

べき地域包括支援センターが民間に業務委託

されている美幌町の事情がございます。ダ

ブってまいりますけれども、美幌町としての

行政責任を果たす上で、行政に高い専門性と

指導力、調整能力を有する職員の恒常的配置

が必要である、そのような認識を当委員会と

して持っているということをあえて申し上げ

て、口頭での報告とさせていただきます。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） これから、委員長に

対する質疑を行います。

１３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 第３項で、町立病

院を支える会のことについてちょっとお伺い

したいと思うのですけれども、今、口頭の中

で大体わかったのですけれども、ただ、一番

最初、読み上げた報告の中で、「町立病院を

支える会（仮称）」でありますけれども、そ

の設立を町民に呼びかけるということがあり

ました。これに関して、これがたまたま大町

市では住民が、先ほど委員長が口頭で言いま

したように、いろいろと医師が講習会みたい

ないろいろ開いて、その窮状を教えたという

ことで、その中で市民が立ち上がってこの会

をつくったということですけれども、果たし

て、今この文章を読むだけでは、美幌町にお

いて、行政が町民にこの会を立ち上げてくれ

というのが妥当なのか、その前に準備、さっ

き何と言っていましたっけ。（発言する者あ

り）シンポジウムを開くのは行政でいいとは

思うのです。それをやった後に、いかに町民

の気運を高めるのか、果たしてそれは行政な

のか、あるいは町民なのか、それが委員会の

中で討論があったのか、ちょっとその辺をお

聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 大江委員長。

○２番（大江道男君） 大原議員の御質問に

お答えしたいと思います。

今回の委員会報告は議長に対する報告とい

うことでなっておりまして、したがって、行

政に対して、町立病院を支える会の設立の呼

びかけを行ってほしいという意味にはなって

おりません。

また、いまだ担当常任委員会の報告という
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レベルにとどまっておりますので、この扱い

については、議会としては、全員で討論を

行った上で、意思統一がされた結果、議長の

名において町民に対して、あるいは必要な問

題については行政に対して提起をすると、こ

ういう流れになるのではないかということ

を、これは議論をいたしました。

そういう点で、今回の報告書そのもので

「町立病院を支える会（仮称）」を委員会が

直接議会の総意を飛び越えてやるものではな

いというふうに一つはなってございます。

ただ、この報告書をまとめるに当たって、

病院の当局者との若干の意見交換は基本的に

行っておりまして、現在の医師不足を考えた

場合に、このような支える会ができれば大変

背中を押していただけるというようなこと

で、基本的な点ではすり合わせは終わってお

りまして、そういう意味で、今後、できるだ

け早い機会に、議長の采配のもとでというの

が前提でありますが、全議員による意見交換

を行って、ぜひ議会側としての総意にしてい

ただき、あわせて、まちを挙げての取り組み

にぜひなればありがたいというように担当委

員会としては考えております。

〔「わかりました」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） (1)のアの下のイ、

３ページ目、子育て支援の取り組みについて

というところで、少なくとも中学校卒業まで

の医療費無料化というところが政策の展開を

図るべきだという議論があったということが

書いてあるのだなと思うのですけれども、少

なくとも中学校卒業までの医療費無料化とい

うところで、現在、美幌町の医療費の関係だ

とか、他のまちも結構医療費無料化が進んで

いますけれども、端的に、委員会の中で、こ

の場合、美幌町の負担金、要するにこの財

源、どのような形が望ましいのかだとか、あ

とは、美幌町の子どもたちにとって、少なく

とも中学生というので、これは高校生までの

ことも言っているのかどうかわからないの

で、子どもの医療費無料化だけでいいのかど

うかも含めて、どんな論議があったのかだけ

お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 大江委員長。

○２番（大江道男君） 議論の中では、全

道、全国で高校卒業までの医療費無料化が行

われているということから、中学校卒業まで

の医療費無料化でいいのかという議論はござ

いました。

ただ、その中で、まだそこまでいっていな

いという美幌町の実態を考えたときに、一気

に高校までという表現はとれないということ

で、そこで、少なくともという表現を入れた

ということで、この点では当委員会としては

全員一致した見解であります。

なお、そのほかの部分も、私の口頭報告

で、保育に関して、学童保育に関して、ある

いはゼロ歳児保育の、さらには病児・病後児

受け入れ施設などなど、総合的に提案をして

おりますが、それらを含めて幾らになるかと

いう金銭的な試算は行っておりません。

しかし、庄内町を視察した中身につきまし

て報告しておりますが、当然、一定の予算は

伴いますが、急減する人口減少対策に対応す

るためには、この子育て支援は予算を重点的

に配分する十分な必要性があるというふうな

点でも、委員会としては全員一致した見解と

なっておりまして、個々の政策を積み上げる

ためにどれぐらいの予算が必要かという議論

はしておりませんが、予算が必要だというこ

とについては腹を据えた報告となってござい

ます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、委員長に対

する質疑を終わります。

以上で、総務文教厚生常任委員会事務調査

結果報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第４ 報告第１９号
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○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 報告第１

９号経済建設常任委員会事務調査結果報告に

ついてを議題とします。

職員に報告書の調査の結果についてのみ朗

読させます。

○事務局次長（橋本美典君） 調査の結果。

美幌町の基幹産業は農業であり、農業従事

者はもとより、農産物加工場や農業機械及び

資材の販売、農産品輸送などの関連産業を含

め、地域経済を支える雇用の場となってお

り、多くの町民が農業に支えられている。

しかし、２１世紀に入り、農業を取り巻く

情勢は急速に変化し、先行きが不透明な状況

下にあり、中でもＴＰＰ（環太平洋戦略的経

済連携協定）は、農業者や関連産業だけでな

く、町の将来にもかかわる大きな問題となっ

ている。

本町の農業の特徴は、小麦やてん菜、バレ

イショなど、政府管掌作物の作付面積が耕地

面積の約６割を占め、国の政策に大きく左右

される農業形態にあり、このため、自主自立

できる産地を目指し、生産収益の向上と安定

化を図るとともに、消費者に信頼される産地

づくりに取り組む必要がある。

このような状況を踏まえ、地場農産品の直

売や農商工連携による特産品開発等で農業を

中心とした産業振興に取り組んでいる道内外

の先進地を調査し、検討した中で、委員会と

しての意見の集約をみたので、ここに報告す

る。

１、商品開発と地域活性化の取り組みにつ

いて。

江別市では、耕作管理が難しい小麦「ハル

ユタカ」を初冬まきにすることで収穫量を

２.５倍にし、この江別産小麦の消費拡大の

ため開催した焼き菓子コンペをきっかけに、

麦作振興を目的とした江別麦の会を設立し

た。

平成１２年には、産学官からなる江別経済

ネットワークを設立し、江別小麦を使用した

製品開発により、平成１６年から平成２１年

までの６年間で、設備投資も含め６６億円の

経済効果を上げている。

平成１９年には、次のブランドづくりと連

作障害回避のため、大豆プロジェクト協議会

を設立し、付加価値の高いアグリビジネスに

取り組んでいる。

江別小麦の成功は、自治体がつなぎ役とな

り、市民・生産者・産学界を広く取り込み、

地域の総力を結集し、大きな効果をもたらし

ている。

当町では、農業生産品の中でも小麦は重要

な位置づけで、優良品種の美幌産小麦「春よ

恋」を使用した製品が販売されているが、積

極的に給食に使用する等、町内での消費拡大

で生産者を応援することが重要である。

産業振興には、地域資源である農業生産物

を活用した商品開発など、付加価値を高める

取り組みが必要であり、本町においても産学

官の連携による特産品が評価されつつある

が、絶え間のない商品の流通や新商品開発の

ためには、核となる研究・製造施設の整備が

必要である。

２、農産物の消費拡大の取り組みについ

て。

剣淵町では、平成２２年に、若手農業者１

３人が、自分たちでつくった野菜を軽トラッ

クに積み、移動販売する軽トラマルシェを始

めた。当初は年４回の開催予定だったが、地

元を初め旭川、札幌、東京、大阪などで年２

０回以上開催し、生産者みずから販売するこ

とで接客技術や生産意欲の向上につながり、

今では少量多品種栽培により４００種類の作

物を栽培している。

また、町や商業界との連携により、農産物

以外の特産品も含めたマルシェの開催によ

り、剣淵町のＰＲの一翼も担っている。

小さな町から消費力のある地域に出かけて

いき、自分たちのつくった野菜を売ること

で、町に活力を与え、何より自分たちが自信

と誇りを持って農業に従事している。

また、福岡市と佐賀市の中間に位置する野

菜直売所、マッちゃんは、人気観光地、三瀬

高原という地の利を生かした集客力のある施
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設である。創業者である農家のお嫁さんが、

小さな建物から始め、消費者ニーズに応える

ために、近隣地区の生産者と協力し、大きな

成果を上げている。野菜直売、惣菜コー

ナー、大鍋のおでんやお汁粉など、炊き出し

のようなフードブースも根強い人気で、平日

でも買い物客の行列ができ、県内外から年間

３０万人が訪れている。

このように、地場の新鮮な野菜は多くの消

費者に支持され、取り組み方によっては地域

の大きな活力になっている。

本町は４本の国道があり、空港や観光地に

も近いことから、地の利を生かし、町内外の

人の交流や、美幌の農産品や特産品を一堂に

集めた拠点づくりが必要である。中心市街地

活性化の核施設として、第６期美幌町総合計

画で取り組み、活力あるまちづくりの方向性

を示すべきである。

３、木質バイオマスエネルギーの活用につ

いて。

南富良野町森林組合では、林地残材を新た

なバイオマス燃料として製品化するため、雪

を使った低温除湿と太陽光を利用した施設に

より、木質チップの含水率を６５％から３５

％にまで乾燥させることで単位熱量を上げ、

町内の小中学校や第三セクターのホテルなど

に供給し、暖房費の削減が図られている。

本町でも、交流促進センター峠の湯びほろ

で木質バイオマスボイラーを導入し、木質

チップを燃料として使用しているが、林地残

材や間伐材の利用促進により森林循環を促進

するためには、木質チップの含水率を下げ、

単位熱量を上げるとともに、木質チップボイ

ラーを公共施設の改築や新築時に積極的に取

り入れ、一定の使用量を保つことが必要であ

る。

美幌町新エネルギー導入次期計画の検討に

当たり、地域の資源の活用と雇用創出のた

め、木質バイオマスの定着化を推進すべきで

ある。

以上のとおり、農商工連携と地域資源を積

極的に活用することが地域の活性化にもつな

がることを強く指摘し、委員会としての報告

としたい。

○議長（古舘繁夫君） それでは、委員長よ

り報告を求めます。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君）〔登壇〕 経済建設

常任委員会では、ただいまの委員会の報告に

ありますとおり、地域資源を利用した再生可

能エネルギーや、農商工連携による産業振

興、地域活性化の取り組みについて調査・検

討する中で、研究してきたその他の地域資源

の利活用や地域振興について、口頭にて補足

報告いたします。

１点目、紙おむつの分別回収、リサイクル

について。

福岡県大牟田市のトータルケアシステム株

式会社は、限りある資源の有効活用と、地球

環境保護のため、全国で初めて紙おむつの分

別回収、リサイクルに取り組んでおり、使用

済み紙おむつから固形燃料、建築資材、土壌

改良材をつくっている。

高齢福祉社会による紙おむつの需要増加

は、生産時のパルプ使用量の増大に伴う森林

破壊や、廃棄時のごみ処理に伴う環境破壊を

招くことから、紙おむつのリサイクルは環境

負荷の軽減を図る。

美幌町では、既に資源循環型社会を目指し

て取り組みがなされていますけれども、この

件につきましては、町だけでなくて、広域的

な取り組みを検討すべきだと考えておりま

す。

２点目、中心市街地活性化についてです。

平成１６年に美幌町中心市街地活性化基本

計画を策定し、空き店舗活用事業や商店街景

観形成事業、ポイントカードシステム事業な

どソフト事業や、街なか居住促進事業に取り

組んできましたが、にぎわいの駅構想事業の

進捗は図られていない。

変化する経済情勢と少子高齢化による人口

減少が進行する中で、商業機能が低下してい

る現状を踏まえ、社会資本の有効活用と、多

様な都市機能がコンパクトに集積した、高齢
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者を含めた多くの人にとって安心して暮らせ

る、地域の交流・訪問者との交流からにぎわ

いのあるまちづくりを進めるためのビジョン

を明確に示し、町民、商業界、行政が連携を

密にし、事業の推進を図るべきである。

以上、委員会の報告が産業振興に少しでも

役立つことを期待して、委員長として口頭報

告をさせていただきました。

○議長（古舘繁夫君） これから、委員長に

対する質疑を行います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それでは、３点。

まず、報告の商品開発の部分と、それから

農産物の消費拡大の部分について御質問した

いと思います。

現在、美幌町でいろいろな形で商品開発と

いうふうなことをそれぞれ関係者が取り組ん

でおられますけれども、その関係者から、取

り組んでいる段階での問題点だとか悩みみた

いなことを関係者と委員会として意見交換、

そういったものをもしされていればお聞かせ

いただきたいと思います。

最後の後段の部分で、核となる研究・製造

施設の整備が必要であるというふうに書かれ

ているのですけれども、委員会の議論の中で

どのような施設整備をイメージされてまとめ

られたのか、その辺があればお聞かせいただ

きたいと思います。

次の、農産物の消費拡大。美幌町はことし

からＪＡのあの駐車場で新たに野菜の直売所

を設置しておりますし、既に駅前の物産館な

どでも地元野菜の販売というのが取り組まれ

ておりますけれども、中心市街地の活性化の

核施設として、こういう地元の野菜に限らず

だと思うのですけれども、消費という中で、

私は、なぜＪＡがああいうかあちゃん市から

衣がえをして、今の体制で、多分、ＪＡが中

心になってああいう販売所を設置してやった

経過とかというのがどういう理由なのかわか

らないのですけれども、こういう中心市街地

の核施設の中にそういうものを入れることに

ついて、今現実にＪＡがやっていることだと

か物産館でやっている、こういったところと

の役割とか、そういった部分についての議論

の経過などがあればぜひお知らせいただきた

いと思います。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 岡本委員長。

○８番（岡本美代子君） まず１点目、上杉

議員の質問の、商品開発をやっているところ

があるので、そういう関係者から委員会とし

てお話を聞いたかということなのですけれど

も、委員会としては、今開発されている何点

かありますけれども、委員会として聞いたわ

けではありません。

ただ、私はやっぱりいろいろ尋ね歩いて、

今どういう状況でつくられているかというと

ころは自分で確かめてまいりました。それと

また、そういう方がどういう希望を持ってい

るかということもお聞きしました。

それと、ＪＡでやっていること、核施設と

して必要だということですね。委員会報告に

ありましたように、地域の活性化はどういう

ことでされているかということを、ここ２

年、ずっと調査、研究してきた結果、やはり

にぎわいとか、中心になるのが、あるところ

は農産加工であったり、例えば地域振興では

豚肉だったりとか、そういうところへ行っ

て、どういうところに集客力があるかという

ことを調査してきたわけです。

先ほどのＪＡの取り組みとか、駅前のぽっ

ぽ屋の取り組みなどがありますけれども、実

際に美幌町内だけでなくて近隣にかなりの方

が流出していたりします。そういう現状も踏

まえて、まだまだ美幌には核となる施設が必

要でないかということで、これは委員会皆さ

ん共通した認識でまとめたものでございま

す。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 私も別にそういうも

のがあって、美幌町に多くの方がやはり来て

いただいて、にぎわいだとか活性化になると

いうことは大いに賛成ですので、ただ、この

中で、核となる研究・製造施設というのは、
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私はなぜ最初に質問、関係者とお話を聞きま

したかというのは、こういう研究開発してい

る人がこういうものを求めているのかなとい

うようなことを委員会として、今、岡本委員

長のお話ですと、個人的にそういう関係者か

ら情報収集なりしてということでしたから、

やっていないのであればそうなのですけれど

も、実際に今、研究開発されている関係者の

中で、こういう研究施設、製造施設が非常に

いろいろな問題があって難しいというような

課題があるのかどうか、その辺、委員長の情

報収集の範囲内で、わかれば教えてくださ

い。

○議長（古舘繁夫君） 岡本委員長。

○８番（岡本美代子君） 私の個人的意見で

はなくて、今、例えば豚醤油がどういう状況

でつくられているかということは、委員会で

は統一した見解を持っています。例えば今ま

で、この報告だけでなくて、いろいろなとこ

ろで産業振興について勉強してきた中で、こ

この核施設となるというか、常にそういう商

品というのは１個出して終わりとかではない

ということですね。常に継続性のある供給を

しなければならない。それと、１個出して終

わりではなくて、次々と新製品を送り出し

て、それが全部当たるとは限りませんけれど

も、次々と新しいものに取り組んでいかなけ

ればつながらないということ、そういうこと

も勉強してきておりますので、そういうこと

がこういう研究とか、そういう核施設という

ことになったのです。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ２点御質問したいと

思います。

報告書の第１の部分で一つあります。

今、上杉委員からの御質問もありました

が、絶え間のない商品の流通や新商品開発の

ためには、核となる研究・製造施設の整備が

必要だというのは全く同感であります。

ただ、現在は、美幌町にはみらい農業セン

ターが栽培面で新しい冬姫だとか、そういう

ものに大分力を発揮されておりますので、そ

の例から見ればイメージはできるのですが、

美幌町として、研究・製造施設の整備を行う

とすれば、スタッフの給与だとか、それか

ら、製造するための加工場の整備だとか、そ

ういう具体論が背景になければいけないかな

というように思います。なかなかそういう点

では、この管内では北見市に道立の食加研が

ございまして、一定の役目は果たしておりま

すが、十分機能していないのかもしれないと

いう意識は持っております。どのようなイ

メージをされているのか。ＪＡという団体

や、行政としてどういうふうなかかわり方を

イメージされているのか、議論された経過が

あればお示しいただきたいと思います。

もう一つは、３項目めの木質チップの含水

率を下げ、単位熱量を上げるというのは全く

そのとおりでありまして、積極的に美幌町も

チップの利用がされておりますが、含水率と

いうネックを一つ持っています。これがコ

マーシャルベースで十分機能できるというよ

うな提案があれば非常に画期的なものだとい

うことで注目していますが、具体的な、この

ようにすればという、この背景に具体論があ

ればぜひお示しいただきたいなと思います。

○議長（古舘繁夫君） 岡本委員長。

○８番（岡本美代子君） 大江議員の質問

の、美幌町の研究に対するいろいろなものと

いうか、例えば豚醤油などができる経緯とい

うのは十分理解しているところですけれど

も、北見の食加研ですか、そういうところの

協力を得ながらやっているという現実です。

現実は踏まえておりますけれども、委員会

の中で、ではどれぐらいの規模のとか、そう

いうことまでは議論には至っておりません。

ただ、この報告のとおり、どこかを借りる、

どこかの、もちろん食加研究所などの指導を

受けるということは、この報告にもあります

ように、産学官で連携して取り組む、そうい

うところが非常に多かったので、それはもち

ろんこの美幌町でもできていることだなとい
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うふうに思っています。

ただ、具体的にどのぐらいの規模のという

ところまで委員会の委員の合意には至ってい

ないというふうに思っております。

それと、先ほどのチップボイラーのチップ

の含水率のことについてなのですけれども、

美幌町でも、報告のとおり、峠の湯で使って

おります。

ただ、季節によって、今のところは含水率

が非常に上下するということで、この報告の

とおり、一定の、特に南富良野の場合は雪と

太陽光を使うことによって、エネルギーをか

けずに含水量を下げるということで、非常に

勉強してきたところなのですけれども、ここ

の報告にもありますとおり、美幌で含水率を

下げる施設をつくって供給するためには、

もっともっとたくさんの需要がなければだめ

だということが、それも私たちわかりました

ので、こういうふうに新しい改築のときとか

新築のときには、一定の量というのはそうい

うことでございます。そういう含水率を下げ

る施設をつくってもらう、またはつくったと

しても、それに見合うだけの使用量がなけれ

ばならないということは、委員の一致した考

えでございます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、委員長に対

する質疑を終わります。

以上で、経済建設常任委員会事務調査結果

報告を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開を１時１５分といたします。

午後 ０時０５分 休憩

────────────────

午後 １時１６分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第５ 議案第６０号

○議長（古舘繁夫君） 日程第５ 議案第６

０号美幌町附属機関に関する条例及び美幌町

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題と

します。

直ちに提案理由の説明を求めます。

教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 議案第６０号美

幌町附属機関に関する条例及び美幌町非常勤

職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例制定についてを御説明申し上

げます。

美幌町附属機関に関する条例及び美幌町非

常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例を次のように制定しよう

とする。

記以下につきましては参考資料で御説明い

たしますので、参考資料の１ページをお開き

いただきたいと思います。

資料１、議案第６０号関係。

条例名、美幌町附属機関に関する条例及び

美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例。

今回の改正目的、趣旨につきましては、平

成２５年９月１日の学校教育法施行令の一部

改正を受け、早期からの教育相談、支援や、

就学決定時のみならず、その後の一貫した教

育支援についても助言を行っていくという観

点から、委員会機能の拡充を図るとともに、

教育支援委員会といった名称にすることが適

当であるとの通知があり、また、北海道教育

委員会でも、平成２６年３月３１日付で北海

道就学指導委員会設置規則を改正したところ

です。

これらを受けまして、今回、就学指導委員

会機能の拡充を図るため、関係条例の一部改

正を行おうとするものであります。

次に、改正内容でございますが、まず、第

１条では、美幌町附属機関に関する条例の一

部改正ということで、別表中、「美幌町就学

指導委員会」を「美幌町教育支援委員会」に

改めるものでございます。

続いて、第２条では、美幌町非常勤職員の
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報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

するということで、別表第１中、「就学指導

委員会委員」を「教育支援委員会委員」に改

めるものでございます。

根拠法令等につきましては、学校教育法施

行令。

施行日は公布の日でございます。

なお、新旧対照表は２ページから３ページ

に記載をいたしております。

以上、御説明申し上げました。御審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） この条例の中の新旧

対照表の構成のところに、医師からそれぞれ

児童福祉施設の職員ということで、２０人以

内というふうに書かれておりますけれども、

名前は結構ですから、人数がそれぞれの職か

ら何人ずつ委嘱されているのか、お知らせい

ただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 今現在、全体で

１６名となっております。医師会、医師が２

名、学識経験１名、小中学校の校長先生、そ

れと特別支援の担当の先生、それと学校教育

委員会の事務局、主幹でありますけれども、

入っております。あと、民生部から保健師と

いうことで、総体で１６名の構成となってい

るところでございます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第６０号美幌町附属機関に

関する条例及び美幌町非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第６ 議案第６１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第６ 議案第６

１号美幌町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の制定についてを議題といたします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の４ページ

をお開きいただきたいと思います。

議案第６１号美幌町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の制定について、御説明をいたし

ます。

美幌町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例を

次のように制定しようとする。

記以下につきましては参考資料で御説明を

いたします。

参考資料４ページをお開きいただきたいと

思います。

資料２、議案第６１号関係。

条例名、美幌町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例でございます。

制定目的につきましては、現在、政府にお

いて、質の高い幼児期の学校教育・保育の総

合的な提供、それから、保育の量的拡大と確

保及び地域の子ども・子育て支援の充実を目

的とした、いわゆる子ども・子育て関連三

法、これを平成２４年８月に制定し、平成２

７年度から子ども・子育て支援新制度を本格

的に開始する予定でございます。

この子ども・子育て支援新制度につきまし

ては、教育・保育施設、これは幼稚園、保育

園、認定こども園、それから、地域型保育事

業、これは家庭的保育、小規模保育、事業所

内保育、居宅訪問型保育、この施設でござい
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ます。この整備につきまして、設備及び運営

の基準を、子ども・子育て関連三法に基づき

まして、国が定める基準を踏まえて市町村が

条例で定めなければならない。このため、今

回制定するものでございます。

また、施設や事業者が従来型から新制度の

対象となるべく、施設型給付や地域型保育給

付を受けるためには、児童福祉法等による認

可と、それから、子ども・子育て支援法によ

る確認を受けるということになります。

今回の条例につきましては、第１章では趣

旨、定義、それから一般原則。第２章、第３

章では利用定員に関する基準、それから運営

に関する基準、特例給付に関する基準、大き

く分けて三つの基準をそれぞれの施設区分で

制定するものでございます。

この条例の制定に当たって、国の省令で示

す事項、従うべき基準、それと、地域の実情

に応じて市町村が参酌するべき基準がござい

ますが、美幌町の考え方といたしましては、

国の省令と異なる基準とすべき地域特性がな

いため、国から示された基準に沿って条例化

するものでございます。

根拠法令につきましては、子ども・子育て

支援法。

施行日につきましては、子ども・子育て支

援法の施行日でございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６１号美幌町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定についてを採決

します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第７ 議案第６２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第７ 議案第６

２号美幌町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定についてを

議題といたします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の２９ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第６２号美幌町家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の制定

について、御説明をいたします。

美幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例を次のように制定し

ようとする。

記以下につきましては参考資料で御説明を

いたしますので、参考資料８ページをお開き

いただきたいと思います。

資料３、議案第６２号関係。

条例名、美幌町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例でございま

す。

この条例につきましても、現在、政府にお

いて、質の高い幼児期の学校教育・保育の総

合的な提供、保育の量的拡大と確保及び地域

の子ども・子育て支援の充実を目的とした、

いわゆる子ども・子育て関連三法を平成２４

年８月に制定し、平成２７年度から本格的に

実施するための条例でございます。

子ども・子育て関連三法に基づきまして、

国が定める基準を踏まえて市町村が条例を定

めなければならない。今回、制定するもので

ございます。

この条例の対象となる施設でございます

が、地域型保育事業で家庭的保育、小規模保

育、事業所内保育、居宅訪問型保育の４種類

でございます。これらの施設は、今まで統一

した基準がなかったということで、子ども・
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子育て新制度の実施に当たり、新たに市町村

の認可事業として児童福祉法に位置づけて、

一体的に整備するため、制定するものでござ

います。

今回、条例では、第１章では趣旨、定義、

町の責務など。それから、第２章では家庭的

保育事業について。３章では小規模保育事業

について。第４章では居宅訪問型保育事業

を、第５章では事業所内保育事業を、それぞ

れ施設区分で、設備の基準、職員の基準、保

育の内容などを制定するものでございます。

この条例の制定に当たりまして、国の省令

で示す事項、従うべき基準と、地域の実情に

応じて市町村が参酌するべき基準がございま

すが、美幌町の考え方といたしましては、国

の省令と異なる基準とすべき地域特性がない

ため、国から示された基準に沿って条例化す

るものでございます。

根拠法令につきましては、子ども・子育て

支援法及び就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律及び児童福祉法でございま

す。

施行日は、子ども・子育て支援法及び就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律の施行日でございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すようよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 現在の基準はわから

ないのですけれども、たまたま２３条等を見

ますと、設備の基準等があるのですけれど

も、簡単に言うと、基準に合っている建物で

あれば、１階であろうが３階であろうが、木

造であろうがＲＣであろうが、衛生上問題な

く、適宜使えればいいという判断をしておけ

ばいいということなのか、いやいや、実は

もっと深く、設置に当たっての施設の要件と

いうのは気をつけなければならないところが

あるだとか、何かありましたらちょっとお願

いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 施設の基準をお

示ししておりますので、ここに書いてある基

準に該当すれば、それは１階であろうと２階

であろうと、特に問わないということでござ

います。子どもたちの環境的なもの、それか

ら職員、そういうものが整備されていれば大

丈夫だということでございます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） となりますと、この

設備の認定だとか、極端に言ったら認可を出

すところが美幌町になるのかなと思いますけ

れども、そのときの権限というのでなくて、

責任度合い、確認漏れがあっただとか、そう

いう部分についての、この国からいう法律の

中で、行政に対する責務の部分というのは相

当厳しいような設定をしないといけないだと

か、何かあるかどうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 認可でございま

すので、当然、この認可対象については市町

村が責任を負うということになります。もち

ろん運営の中では事業者が責任を負う部分も

ございますけれども、この認可につきまして

は市町村が責任を負うと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第６２号美幌町家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。
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したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第８ 議案第６３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第８ 議案第６

３号美幌町放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いてを議題といたします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の５１ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第６３号美幌町放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について、御説明をいたします。

美幌町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例を次のように

制定しようとする。

記以下につきましては参考資料で御説明い

たします。

参考資料１２ページをお開きいただきたい

と思います。

資料４、議案第６３号関係。

条例名、美幌町放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例でご

ざいます。

この条例につきましても、現在、政府にお

いて進めております子ども・子育て関連三法

を平成２４年８月に制定し、２７年度から子

ども・子育て支援の新制度を本格開始する予

定であり、本事業は、政令で定められており

ましたけれども、改正後の児童福祉法で、子

ども・子育て関連三法に基づいて、国が定め

る基準を踏まえて市町村が条例で定めなけれ

ばならないということで、今回制定するもの

でございます。

この条例の対象となる放課後児童健全育成

事業、これにつきましては、美幌町の場合は

学童保育等になりますけれども、小学校に就

学している児童で、その保護者が労働等によ

り、昼間、家庭にいない児童を対象に、授業

終了後に児童厚生施設等を利用して、適切な

遊び場、それから生活の場を提供するという

事業でございます。

今回のこの条例制定により、市町村以外の

もの、民間であるだとかＮＰＯなども、市町

村に届け出ることによって事業を行うことが

できるようになります。

今回の条例では、趣旨、それから定義、町

の責務、職員、設備の基準など、全２３条か

らなる条例を制定するものでございます。

この条例の制定に当たっても、国の省令で

示す事項、従うべき基準と、地域の実情に応

じて市町村が参酌するべき基準がございます

が、美幌町の考え方といたしましては、国の

省令と異なる基準とすべき地域特性がないた

め、国から示された基準に沿って条例を制定

するものでございます。

根拠法令につきましては、子ども・子育て

支援法及び就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律及び児童福祉法でございま

す。

施行日は、子ども・子育て支援法及び就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律の施行日でございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すようよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 現在、美幌町では学

童保育だとか児童センターで年齢制限だとか

状況に応じた金額の関係が出てきますけれど

も、仮に美幌町にこういう形の事業所ができ

た場合、受け入れ年齢だとか、利用料、そう

いう部分で美幌町と差異が出る場合があると

かないだとかが一つ。

それと、当然、美幌町も学童保育含めてい

ろいろな資格を持った人の募集をしています

けれども、仮にこの制度が運用された場合、
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美幌町で運営するほうの人材確保だとか、懸

念されることがあるのかないのか、まず１点

目。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今回の法律改正

で、国は６年生までという要件にしておりま

す。美幌町の場合も、目標として、施設の問

題だとかいろいろございますので、６年生ま

でを目標にしたいというふうに考えておりま

す。

それから、２点目の利用料につきまして

は、それぞれの事業所が設定するというよう

な形になりますので、美幌町の学童と違う場

合も出てくるかなというふうに考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ちょっと懸念される

ことなのですけれども、新法律のほうでは６

年生までいいとなれば、美幌町の学童は３年

生かなと思うのですけれども、そうなります

と、美幌町で一生懸命やっている学童保育の

運用と、児童センターの今の基準が、このこ

とによって方向性がどうなのかと。今後とも

今のやり方でいくのか。特に３月議会でも１

回言ったことがあるのですけれども、兄弟が

３年生と６年生の場合だとか、遠くにある家

でも、一旦家に帰って来ないといけないだと

かいう基準の中で、どうしても兄弟間の不都

合も生じているという部分がたしかあったは

ずなのですけれども、この部分も含めて、新

しい６３号の法律の中で、美幌町として対応

が変更できる、もしくはやり方を変えるべき

だとか、そういうふうな論議があったかな

かったか、お伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） いろいろ今、次

世代の計画を立てておりますけれども、６年

生まで引き上げてほしいという意見はござい

ます。

それで、私どもとしましても、例えば施設

の問題がございまして、今、美幌町は、ほか

の町村と違って学校施設を活用させていただ

いて学童保育をしているというような状況が

ございまして、その空き教室の関係で、どう

しても６年生までに上げてしまうと、場所の

問題が出てくるということがございます。

それで、今後の目標として、その年齢基準

といいますか学年基準を撤廃したいなと思う

のですが、場所的な問題だとかございまし

て、難しいことがございます。目標としては

６年生までにしたいという設定をして、徐々

に年を重ねるごとにそれを引き上げるような

方法をとってまいりたいというような、場所

の問題等を解決しながら進めていきたいとい

うふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第６３号美幌町放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第９ 議案第６４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第９ 議案第６

４号美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭

等の医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例制定についてを議題といたします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の５８ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第６４号美幌町重度心身障害者及びひ

とり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例制定について、御説明を

いたします。
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美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等

の医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては参考資料で御説明を

いたします。

参考資料１４ページをお開きいただきたい

と思います。

資料５、議案第６４号関係。

条例名、美幌町重度心身障害者及びひとり

親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例でございます。

改正目的につきましては、次代の社会を担

う子どもの健全な育成を図るための次世代育

成支援対策推進法等の一部を改正する法律の

施行により、母子及び寡婦福祉法が母子及び

父子並びに寡婦福祉法に改めることに伴いま

して、条例の一部を改正、変更するものでご

ざいます。文言整理でございます。

改正内容につきましては、第２条第２項第

１号柱書中、「母子及び寡婦福祉法」を「母

子及び父子並びに寡婦福祉法」に改めるもの

でございます。

参考資料の新旧対照表につきましては１５

ページでございます。

根拠法令は、次代の社会を担う子どもの健

全な育成を図るための次世代育成支援対策推

進法等の一部を改正する法律でございます。

施行日は公布の日でございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すようよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６４号美幌町重度心身障

害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例制定について

を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１０ 議案第６５号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１０ 議案第

６５号美幌町国民健康保険条例の一部を改正

する条例制定についてを議題といたします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の５９ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第６５号美幌町国民健康保険条例の一

部を改正する条例制定について、御説明いた

します。

美幌町国民健康保険条例の一部を改正する

条例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては参考資料で御説明を

いたしますので、参考資料の１６ページをお

開きいただきたいと思います。

資料６、議案第６５号関係。

条例名、美幌町国民健康保険条例の一部を

改正する条例でございます。

改正目的につきましては、産科医療補償制

度掛金、主に脳性マヒに対する掛金制度でご

ざいますけれども、実績数の減少により、こ

の掛金の引き下げになるということで、出産

育児一時金をその減額分引き上げて、従来支

給している４２万円を維持しようとするもの

でございます。

改正内容につきましては、産科医療補償掛

金加算額「３万円」を「１万６,０００円」

に、出産育児一時金「３９万円」を「４０万

４,０００円」といたしまして、合計支給額

は４２万円で変更なしとするものでございま

す。

参考資料の新旧対照表につきましては１７

ページでございます。

根拠法令につきましては、健康保険法施行

令でございます。

施行日は平成２７年１月１日でございま
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す。

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すようよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６５号美幌町国民健康保

険条例の一部を改正する条例制定についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１１ 議案第６６号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１１ 議案第

６６号美幌町道路占用条例の一部を改正する

条例制定についてを議題といたします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の６０

ページをお開き願います。

議案第６６号美幌町道路占用条例の一部を

改正する条例制定についてを御説明申し上げ

ます。

美幌町道路占用条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとする。

記以下につきましては参考資料で御説明い

たしますので、参考資料の１８ページをお開

きください。

資料７、議案第６６号関係です。

条例名、美幌町道路占用条例の一部を改正

する条例であります。

改正目的は、基準としている道路法施行令

の改正に伴い、道路占用料について単価の改

正を行うものであり、平成２６年４月１日よ

り改正されました国・道の単価に準じて本町

も改正を行うものであります。

改正内容は、別表に規定する区分及び単価

の改正となりまして、内容につきましては別

紙のとおりでございます。

１９ページ、２０ページに占用区分ごとの

占用料の改正前、改正後を記載しておりま

す。いずれも人口、土地の価格を基礎とする

区分が変更となったことや、地価水準を反映

した減額改定で、本町では年間１８０万円ほ

どの減額になると試算しております。

施行日は平成２７年４月１日であります。

なお、条例の新旧対照表を２１ページから

２６ページに記載をしております。

以上、御説明申し上げましたので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６６号美幌町道路占用条

例の一部を改正する条例制定についてを採決

します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１２ 議案第６７号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１２ 議案第

６７号美幌町営住宅管理条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の６５

ページをお開き願います。

議案第６７号美幌町営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定についてを御説明申し上

げます。
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美幌町営住宅管理条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては参考資料で御説明い

たしますので、参考資料の２７ページをお開

き願います。

資料８、議案第６７号関係。

条例名、美幌町営住宅管理条例の一部を改

正する条例であります。

改正目的でありますが、中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律の一部改正に伴い、改正する

ものであります。

改正の内容でありますが、改正項目といた

しまして、一つ目に、引用法律名の変更であ

ります。新たな法律名は、中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律であります。改正前の法律は、中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律であります。

二つ目といたしまして、法改正前の支援給

付者、特定中国残留邦人等の配偶者でありま

すが、この方につきましても対象とするため

の規定を加えるものであります。

施行日は公布の日からであります。

なお、条例の新旧対照表を２８ページ、２

９ページに記載をしております。

以上、御説明申し上げましたので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 今、改正の趣旨はわ

かりましたが、これによって美幌町は過去に

公営住宅にこれに該当するような入居者を受

け入れたことがあったのかどうか。多分ない

と思うのですけれども、それだけお知らせく

ださい。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 現在におい

ては、対象となる方はいらっしゃいません。

過去につきましては、明確なものはございま

せんが、なかったと記憶しております。よろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第６７号美幌町営住宅管理

条例の一部を改正する条例制定についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１３ 議案第６８号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１３ 議案第

６８号美幌町普通河川条例の一部を改正する

条例制定についてを議題といたします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の６６

ページをお開き願います。

議案第６８号美幌町普通河川条例の一部を

改正する条例制定についてを御説明申し上げ

ます。

美幌町普通河川条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとする。

記以下につきましては参考資料で御説明い

たしますので、参考資料の３０ページをお開

き願います。

資料９、議案第６８号関係。

条例名、美幌町普通河川条例の一部を改正

する条例であります。

改正目的は、参考としている北海道の河川

法施行条例の改正に伴い、普通河川に関する

占用料について単価の改正を行うものです。

これは平成２６年４月１日より改正されまし

た北海道の単価に準じて改正を行うものであ
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ります。

改正内容は、別表に規定する流水占用料、

土地占用料及び土石採取料その他の河川産出

物採取料について、区分及び単価の改正とな

りまして、内容につきましては別紙のとおり

であります。

３１ページ、３２ページに各料金ごとの改

正前、改正後の金額等を記載しております。

いずれも地価水準を反映した減額改定や、

土砂、竹、芝草等の価格を踏まえた増額改定

であり、本町では年間１,０００円程度の減

額改定であります。

施行日は平成２７年４月１日であります。

なお、条例の新旧対照表を３３ページから

３８ページに記載しております。

以上、御説明申し上げました。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） たまたま美幌町普通

河川条例ということなので、ここでいうとこ

ろの、美幌町でいうところの普通河川で、ど

の川のことをいうのだったのか。

それと、使っている団体、企業が、どうい

う団体が使っていたのか、ちょっと参考に。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） まず、対象

となる河川でありますが、町で管理している

河川であり、数が、ちょっと今、手元に何河

川というのはございませんが、例えば鳥の沢

川だとか、比較的小さい普通河川を対象とし

ております。

また、現在、対象となる使用されている方

につきましては、その大半が河川敷で耕作さ

れている農業者の方、さらには、電柱の占用

を行っている電力会社となっております。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第６８号美幌町普通河川条

例の一部を改正する条例制定についてを採決

します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

暫時休憩いたします。

再開を２時５分とします。

午後 １時５５分 休憩

────────────────

午後 ２時０５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１４ 議案第６９号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１４ 議案第

６９号平成２６年度美幌町一般会計補正予算

（第６号）についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の７３ペー

ジをお開き願いたいと思います。

議案第６９号平成２６年度美幌町一般会計

補正予算（第６号）について御説明申し上げ

ます。

平成２６年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。

今回の補正につきましては、年末における

執行実績及び今後の執行見込みによる予算の

整理のほか、福祉灯油購入扶助の予算化、電

気料金改定に伴う公共施設の電気料の増額等

の補正を行おうとするものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ８,８６８万８,０００円を減額し、

歳入歳出それぞれ９９億５９万２,０００円

とする。
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第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

債務負担行為の補正。

第２条、債務負担行為の変更は、第２表債

務負担行為補正で御説明申し上げます。

地方債の補正。

第３条、地方債の変更は、第３表地方債補

正で御説明を申し上げます。

それでは、７８ページをお開き願いたい思

います。

第２表、債務負担行為補正について御説明

申し上げます。

まず、事項のところで、３事業、総合計画

策定業務委託料、それから町民会館改築基本

設計委託料、吸収冷温水機借上料、いずれに

いたしましても減額の補正でございまして、

入札等の執行に伴う確定による減額補正を行

おうとするものでございます。

次に、７９ページをお開きいただきたいと

思います。

第３表、地方債補正について御説明申し上

げます。

起債の目的であります町道整備事業、まず

１０１号道路、それから２１３号道路、３７

８号道路につきましては、当初予算に対しま

して、工事内容の精査及び入札執行による減

額を、また、臨時財政対策債につきまして

は、額の確定による減額補正であり、今回の

補正によりまして、本年度の地方債総額を７

億８,５６０万円とするものでございます。

それでは、次に、９０ページ、９１ページ

をお開きいただきたいと思います。

歳出でございますが、主に年末におけます

実績を踏まえての執行見込みの整理を行おう

とするほか、まず一番上の段になります、庁

用事務費の増、通信運搬費３３万６,０００

円の増額補正につきましては、先ほど申し上

げた福祉灯油購入費扶助を実施するための郵

便料の増額でございます。

１段飛びまして、企画費の政策推進事業費

の増、積立金１４３万６,０００円の増額補

正につきましては、８月１日から１０月３１

日までに受納したふるさと寄附金１７５件、

１４８万１,０００円のうち、使途指定のな

い１７０件をふるさとづくり基金へ積み立て

をしようとするものでございまして、年度末

の残高見込みは、これによりまして８,４５

０万円となる見込みでございます。

次の段、生活バス路線等維持事業費の増、

補助金、生活バス路線運行維持費補助金２１

１万５,０００円の増額でございますが、補

助事業期間の完了に伴いまして、実績により

出資不足がふえたことによる補助金の増額を

行おうとするものでございます。

１段飛びまして、財政調整基金積立金の

増、積立金２,５５２万３,０００円の増額補

正でございますが、今回の補正による財源調

整で財政調整基金へ２,５５２万３,０００円

積み立てるもので、これによりまして年度末

残高が１２億３,６０９万２,０００円となる

見込みでございます。

一番下の段、電算管理事業費の増、業務等

委託料、コンビニ収納対応プログラム改修委

託料７５万６,０００円の増額補正でござい

ますが、これにつきましては、平成２７年度

から、税及び各使用料等につきましてコンビ

ニ収納を実施し、納付者の利便性を図ろうと

するもので、今年度に水道料金システムの更

新とあわせてプログラムの一部を改修するこ

とでこれが可能となり、安価で改修できるこ

とから、このたび補正を行おうとするもので

ございます。

次に、９３ページをお開きいただきたいと

思います。

このページにつきましては、年末の整理で

ございます。

次、９５ページをお開きいただきたいと思

います。

一番上の段、一般事務費の増、扶助費９０

６万円の増額補正でございますが、灯油や電

気料金が昨年同時期と比べましても上昇して

いることから、本年度においても従来同様、

高齢者、ひとり親、障害者、生活保護世帯、

１,８１２世帯を対象に、１世帯当たり５,０
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００円の福祉灯油購入費扶助を実施しようと

する増額でございます。

次の積立金１９万４,０００円の増額補正

につきましては、８月２１日から１０月３０

日の間で受納いたしました５件の福祉への使

途指定であるふるさと寄附金４万５,０００

円と、１０月１１日、社会医療法人恵和会

チャリティゴルフコンペ並びに懇親会参加者

御一同様から、福祉に役立ててほしいと１１

万９,０００円、また、１０月２２日、元町

にお住まいでありました増田富美様、鏡子様

から、町外へ転出するに当たりまして、長年

美幌町にお世話になり、高齢者福祉に役立て

てほしいと３万円の御寄附をいただき、福祉

基金への積み立てをしようとするものでござ

います。これによりまして、福祉基金の総額

の年度末残高は３億３,６０３万５,０００円

となる見込みでございます。

次の段の一番下になります。他会計負担金

事業費の減、繰出金、介護保険特別会計繰出

金については７０３万３,０００円の増額補

正でございますが、主にはあさひデイサービ

ス通所者の増、包括支援センター業務量増加

に伴います職員１名３カ月分の増、また、法

改正に伴う電算システム改修費、介護認定審

査件数の増などによりまして繰出金の増額を

しようとするものでございます。以下は年末

の整理でございます。

次に、９７ページをお開きいただきたと思

います。

一番下の段、保健福祉総合センター維持管

理事業費の増、３０万円でございますが、消

耗品費９万１,０００円、教育備品２０万９,

０００円の増額でございますが、これにつき

ましては、１０月２６日、松緑神道大和山美

幌支部様から御寄附のありました３０万円を

しゃきっとプラザ１階のプレイルームでの絵

本、トンネルジム、ソフトブロックセット、

遊具ハウス購入に使わせていただくための増

額補正でございます。

次に、９９ページをお開きいただきたと思

います。

このページにつきましては、年末の整理で

ございます。

次、１０１ページをお開きいただきたと思

います。

下から２段目、林業推進事業費の増、積立

金１８６万９,０００円の増額補正でござい

ますが、これにつきましては、森林整備協定

に基づきまして、まず１０月９日、株式会社

宮田建設様から１２万９,０００円の御寄附

を、１０月３１日、コープさっぽろ様から３

４万４,５９２円、１１月４日、株式会社道

央環境センター様から３４万４,０００円、

１１月５日、株式会社宮田建設様から５万

２,０００円、１１月２８日、社会医療法人

恵和会様から９９万８,５０６円の御寄附を

いただきましたので、未来への森林づくり基

金へ積み立てをしようとするものでございま

す。これによりまして、年度末における基金

残高の見込みは１,９０７万９,０００円とな

る見込みでございます。以下は年末の整理で

ございます。

次に、１０３ページをお開きいただきたと

思います。

上から２段目、観光宣伝対策事業費の増、

特別旅費４５万円の増額補正でございます。

これにつきましては、女満別空港国際チャー

ター便誘致協議会のタイプロモーション事業

でありまして、２月１１日から１５日にかけ

まして、タイ、バンコクへのチャーター便の

パック運行が決まりましたことから、構成町

といたしまして１名の職員を参加させるため

の特別旅費を計上するものでございます。な

お、美幌町に対しましては５名の一般募集の

要請がなされているところでございます。

下から２段目、道路新設改良事業費の減、

実施設計等委託料、駒生川関連農道橋実施設

計委託料の減額と、その下、工事請負費の町

道整備工事３,２３７万４,０００円の減額補

正につきましては、主に道の補償工事であり

ます駒生川関連工事で、農道橋実施設計及び

第６号橋落差工工事が、用地交渉、あるいは

漁協との協議にさらに時間を要するために、
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本年度実施困難となったことによる減額補正

でございます。その次の１０１号道路、２１

３号道路、３７８号道路の整備工事の減額補

正につきましては、当初予算に対しまして、

工事内容の精査及び入札執行による減額とな

るものでございます。以下は年度末における

整理でございます。

次に、１０５ページをお開きいただきたと

思います。

下から２段目、消防費、広域事務組合負担

事業費の増、負担金、美幌・津別広域事務組

合負担金７７６万９,０００円の増額補正で

ございますが、これにつきましては、主に平

成２６年度給与改定に伴う人件費の増分が主

でございます。以下は年末の整理でございま

す。

次に、１０７ページから１１１ページにお

きましても、年末の整理でございます。

それでは、次に歳入を御説明いたしますの

で、８４ページ、８５ページをお開き願いた

いと思います。

歳入につきましても、額の確定等に伴いま

す予算の整理が主でありますけれども、２段

目、地方交付税の増、１億５１３万３,００

０円の増額補正でありますが、普通交付税の

決定に伴う増額でありまして、対前年４,７

４６万円減の３８億２,５１３万３,０００円

となったものでありまして、この減額要因

は、主に地域経済雇用対策費の減額でござい

ます。

１段飛びまして、農業使用料の牧場使用料

の減、１０７万３,０００円の減額補正でご

ざいますが、本年度、栄森牧場手前の草地崩

落事故によりまして、牧場を閉鎖したことに

よります使用料の予算全額を減じようとする

ものでございます。

一番下の段、駒生川関連改修工事負担金の

減、１,３５７万９,０００円の減額補正につ

きましては、先ほど歳出で御説明いたしまし

た、駒生川関連工事未執行による減が主でご

ざいます。

次に、８７ページをお開きいただきたいと

思います。

上から４段目、土地売払代の増、１,８７

１万１,０００円でございますが、もとの裁

判所用地の北１条南３丁目１０番に、面積

２,６４３.２平方メートルにつきまして、こ

のたび建物、工作物、立木つきで、１１月１

４日、公売入札した結果、町内在住者が１,

８７１万２,０００円で落札したことによる

増額補正でございまして、当初予算１,００

０円の科目設定をいたしましたので、補正額

は１,８７１万１,０００円としているもので

ございます。

次の段、ふるさと寄附金の増、１４８万

１,０００円につきましては、８月１日から

１０月３１日までに受納いたしましたふるさ

と寄附金１７５件分であります。

次の社会福祉費寄附金の増、４４万９,０

００円の増額でございますが、歳出で御説明

いたしました、１０月１１日の社会医療法人

恵和会様から１１万９,０００円、１０月２

２日、増田様から３万円、１０月２６日、大

和山美幌支部様から３０万円の御寄附分でご

ざいます。

次の林業費寄附金の増、１８６万９,００

０円につきましても、歳出で御説明いたしま

した森林整備協定に基づく４件の御寄附分で

ございます。

次の財政調整基金繰入金の減、１,７６９

万３,０００円の減額と、その下、公共施設

整備基金繰入金の減、１億９,２００万円の

減額補正につきましては、今回の補正の財源

調整でありまして、財政調整基金につきまし

ては、これにより年度末残高が１２億３,６

０９万２,０００円に、公共施設整備基金に

つきましては、年度末残高１０億６,０７８

万９,０００円となる見込みでございます。

一番下の段、前年度繰越金の増、５,８９

７万２,０００円の増額補正につきまして

は、今回、前年度繰越金を全額予算化をする

ものでございます。

次、８９ページをお開きいただきたいと思

います。
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上から２段目の中ほど、移転等補償費の

減、３,０８６万８,０００円の減額補正でご

ざいますが、先ほど歳出で御説明いたしまし

た駒生川関連工事の未執行による減額でござ

います。

その下、地域海洋センター修繕助成金の

減、１８７万円の減額補正でございますが、

これにつきましては、本年度のＢ＆Ｇ海洋セ

ンター上屋シート取りかえ修繕の財源といた

しまして、Ｂ＆Ｇ財団の助成金６０％を見込

んでおりましたが、助成が対象外となったた

めに、全額を減額しようとするものでござい

ます。

町債につきましては、第３表、地方債補正

で御説明いたしましたので、説明につきまし

ては省略させていただきたいと思います。

以上、御説明を申し上げましたので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） １点のみ、再度説明

願いたいと。

１０３ページ、土木費の道路新設改良工事

費の駒生川関連工事が延びたという部分、

ちょっと聞き取りはしていたのですけれど

も、再度、どういうことが起きて、今後どう

なるのか、また、課題があるのかないのかも

含めて、ちょっともう一度説明を願います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 駒生川の改

修工事の関係でございますが、こちらにつき

ましては、北海道からの委託を受けている補

償工事ということであります。総務部長のほ

うから説明申し上げましたが、用地交渉の関

係、こちらにつきましては北海道網走建設管

理部、こちらのほうで用地交渉を行っており

ます。建設管理部からのお話では、１社との

用地交渉がなかなか難航しているということ

で、この部分が工事がおくれているという情

報であります。

またさらに、このことに絡みまして、網走

川の整備計画、こちらは国のほう、開発建設

部のほうで行っている事業でございますが、

この関係でも漁協との協議が未了ということ

もあって、この事業のほうが執行されていな

いというふうに建設管理部のほうから伺って

おります。よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） わかりました。

最後、この事業が道営事業でやっているの

はわかっているのですけれども、最後の、要

するに開発等の未了の部分というのが、当初

から、多分、土現のほうでいろいろな話の中

で調整していると。僕、土現のアセスのメン

バーなものですから、余計なことは言えない

のですけれども、今になって何が起きたのか

なと。この工事はたしかもうそろそろ終わる

年度に近づいて、駒生川の河川のプール状態

をつくるという目的だったものですから、こ

の工事が、実際、僕が聞いている限りでは、

もう終わる予定だったものが、今になって開

発建設部という言葉が出てきたので、言った

ら悪いのですけれども、何が起きたのですか

ね、簡単に言うと。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 網走川の整

備計画、こちらも計画策定をしているのです

けれども、こちら自体、当然、漁協のほうと

の協議が必要になっていると聞いておりま

す。その協議の段階において、これに付随し

て、駒生川のほうがまず整備されないと、漁

協のほうの了解がなかなか得づらいというよ

うな情報も聞いております。町のほうとしま

しても、工事が途中まで進んでおりますの

で、一日も早い完成をということで、建設管

理部とは逐次情報交換をさせていただいてい

る状況であります。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） １０３ページの観

光宣伝対策事業費の増、タイのチャーター便

のことですけれども、これ、前回、中国の

チャーター便もありました。このときと今回
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の女満別空港国際チャーター便誘致協議会、

これと同じ団体で、同じ中国、そしてタイの

誘致の関係でやっているのかが１点目です。

２点目が、今回、タイのがあったのですけ

れども、参加すると、予算をとったのですけ

れども、なぜ中国のときには予算をとらな

かったのか、その点をもう１点。

３点目が、これ、観光プロモーション、観

光宣伝ということでありますので、美幌町と

して、向こうへ行ってどのような観光宣伝を

してくるのか、また、美幌町で、例えば宿泊

施設、景観施設、あるいは美幌町の特産物だ

とか、こういったものをどのようにして準備

しているのかもちょっとお伺いしたいと。

４点目ですけれども、これ、先ほどでは職

員１名分の予算ということでありました。で

あれば、もともとの観光宣伝ということであ

れば、一般人の全額負担ということでなくて

も、半分だとか、なぜそういった予算をとれ

なかったのかも、その辺をお伺いしたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 今、御質問の

あった内容について、まず、前回実施をされ

ております中国と、今回のタイ、これは同じ

く女満別空港国際チャーター便誘致協議会の

実施によるもので、同じ協議会が実施をする

ものでございます。

中国は参加をしなかったのですけれども、

なぜ今回のタイのほうに参加をするのかとい

う御質問の内容だというふうに思いますが、

今、要請は、２回のプロモーションに出席を

していただきたいという要請があったのです

けれども、ちょっと財政状況の関係等踏まえ

て、どっちがより効果的かということの判断

をさせていただきました。

現在、タイからの道内宿泊者数が、中国と

比較をしますと、伸び率が、対２２年度と比

較してですけれども、中国が１２６％、タイ

が６５０％ということで、道内の宿泊客の伸

び数がタイのほうがすごく高いということで

ございます。ただ、オホーツク圏内への入り

込みについては、道内に来た宿泊者の１.２

％しか、まだタイの人がオホーツク圏のほう

に来られていないということがあって、もっ

とタイのほうにＰＲをすれば、オホーツク圏

内への誘客の可能性が高いということで、タ

イのプロモーションに参加をするということ

で決定をさせていただきました。

また、一方で、中国においては、政治情勢

により入込客が左右されるということもある

ものですから、入込客の安定化を目指しまし

て、タイのプロモーションに参加をさせてい

ただきたいということでございます。

それから、３点目の、プロモーションの内

容でございますけれども、これはそれぞれの

構成市町村がそれぞれの自治体の魅力を紹介

をするという形で、旅行会社、あるいはその

関係機関等を対象とした観光ＰＲセミナー、

あるいは観光の夕べ等を開催した中で、目に

見える化ということで、写真、あるいはパ

ワーポイントを使いながら、それぞれの自治

体の特産品、あるいは観光施設等々を踏まえ

て宣伝を図るということになってございま

す。

それから、最後が、職員１名分の、今回、

特別旅費を計上させていただいておりますけ

れども、これは役場の職員、自治体の職員が

参加をするということで、旅費規程に基づき

まして計上させていただいた金額が４５万円

ということで御理解をいただきたいというふ

うに思います。（発言する者あり）

申しわけございません。一般人、一応５名

の形で参加をいただきたいということで要請

を受けておりますけれども、今のところ一般

人の参加者に対する助成は考えておりませ

ん。

今後、詳細については、ここの誘致協議会

の中で統一的な形で、こういう形で割り当て

時間が何分とか、そういった形、それから、

プロモーションの内容、場所等を含めて、詳

細がおりてくるというふうに思いますけれど

も、その場所等も踏まえて、特産品、あるい

は写真等を含めて用意をしていきたいという
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ことで、詳細がまだちょっと詳しく決まって

いないということなので、ここの誘致協議会

のほうから詳細がおりてきた段階で、どう

いった特産品を持っていくか、あるいはどう

いった写真を持っていくか、あるいはパワー

ポイントをどうつくるかについては検討させ

ていただきたいというふうに思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） これ、相当、中国

へ行くときが二月ぐらい前でしたか。であれ

ば、このときから既にタイのことも決まって

いるというのであれば、美幌町でもこれから

の対策だとか、そろそろできていくべきでは

ないかなと。そういう心構えが低かったのか

なと、ちょっと残念に思っております。

ただ、これ、事業が、この地域の観光宣伝

ということであります。であれば、やはり観

光に関係する一般人の方にも同行していただ

けるぐらいの配慮がほしいなという思いが

あったのですよね。そこで、先ほど予算の中

では職員１名であれば、できれば、私の思い

ですよ、半額でもいいから、１人、２人ぐら

い一般人を連れていくような感じの予算を

とっていただければなというような思いでお

聞きしました。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 先ほど一般の参

加者について５名の要請があるという、４名

の要請があるということで……。美幌町に５

名の要請がありまして、そのうちプロモー

ション参加が１名、４名については一般の旅

行という形で、行程といいますか、ついてか

らの中身は全然別行動という形になっており

ます。プロモーションに参加するのはそれぞ

れの自治体のほうからということの要請を受

けておりますので、その分の１名に対する旅

費を計上させていただいたということでござ

います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君） ９１ページと９５

ページで、９１ページは生活バス路線運行維

持費補助金のところで、ちょっと関連しまし

て、ことしの利用者はどのぐらいか、対前年

で教えていただきたいのと、９５ページの福

祉灯油のところで、世帯数の前年対比を

ちょっと教えていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 福祉灯油の関係

でございますけれども、昨年度は１,８２４

件に送付をしております。それで、決定率は

９０.９％でございます。本年度につきまし

ては１,８１２件を予定しているということ

でございます。

○議長（古舘繁夫君） 二つ尋ねなかった

か。それでよかったか。

まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 今、中嶋

議員の御質問でございますが、生活バス路線

の利用者数ということでございますが、今手

元にちょっとその資料は持ち合わせておりま

せんので、後ほど用意させていただきたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １点だけ。９５ペー

ジの老人クラブ行事費負担金１８万７,００

０円ということなのですけれども、これ、

今、実態がわからないのですけれども、会員

数が減っているのか、あるいはクラブ数その

ものが減っているのか。高齢者人口は減らな

くてふえているのに、活動がどうも停滞なの

かなというふうに勝手に予測したのですけれ

ども、その辺の状況がわかれば教えてくださ

い。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） おっしゃるとお

りでございまして、４６クラブあったものが

４３クラブになっております。構成メンバー

は１,５７１名でございましたけれども、１,

１６６名と、減少傾向ということになってお

ります。
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○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） まず１点目は、９

３ページの一番上の防災活動推進事業費の減

ということで、消耗品費１１５万７,０００

円ということで、言葉的にはわかるのです

が、具体的に、消耗品といってももろもろあ

ると思いますので、結果としてこの減額はど

ういう内容なのかということを知りたい。

次、２点目であります。９９ページ、エゾ

シカ対策事業費の増。これももう少し御説明

いただきたいなと。

それから、先ほど１０３ページ、チャー

ター便のことであります。４５万円。今回、

これはタイのことに関しては、今、大原議員

もお聞きになった点で恐縮なのですが、本

来、相手がタイだろうが中国だろうが、美幌

のそういう意味の観光の誘致が一つあるとす

るならば、美幌町の魅力というものはもう精

査されているはずだと。向こうに行っての持

ち時間が５分だから編集し直すという話では

なくて、もともと美幌の売りとは一体何だろ

うかなという確認で、私は聞きたいという趣

旨なものですから、そこら辺、もう少し丁寧

にお教え願いたい。美幌の売りとは一体何だ

ということで、大きい意味ではこの３点であ

りますが、防災のほうから御説明いただけれ

ばありがたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 防災活動推進事

業費の減の消耗品の減額の内訳でございます

が、内訳といたしましては、戸別配付用非常

持出品のセットと、備蓄品としてストーブを

購入していますが、それの見積もりの結果の

確定による減ということであります。戸別用

の配付持出品につきましては、当初２,７５

０個を予定していたところでございますが、

実績といたしまして２,７２０個の購入でご

ざいます。それと、単価でございますが、単

価につきましても、当初２,４４８円という

ことで見込んでいたところですが、実績で

２,０１０円の実績ということで、価格が減

少しているということでの減額でございま

す。

ちなみに、非常用持出品の配布の状況につ

きましては、１１月現在でございますが、約

９０％の配布という状況になっております。

以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） そういうことなの

ですよ。ということは、俗に入札をやって安

くなったという減額であれば、相手が安く入

れてくれる、これはすんなりわかることなの

ですが、その動き、備品の数が要らなくなっ

た、例えば、そういう意味で、要らなくなっ

たという表現はちょっと誤解を受けるのです

が、当初予定した数量と現状は違うという話

だったかなというふうに承った場合、本来、

どれだけの数が必要だ、不必要になったから

数が減ったのか、僕の聞き方は、お届けすべ

きというか、取りに来る云々ではなくて、防

災という観点からいえば、必要な世帯数に１

個だというふうに私は聞き及んでいるもので

すから、そこら辺の整合性、私としてはまだ

ちょっととれないものですから、その数につ

いて再度お尋ねしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 持ち出し品の数

の関係でございますが、先ほど、当初２,７

５０個で、実績として２,７２０個、３０個

の減ということでありますが、これにつきま

しては、実際、執行する段階におきまして、

世帯数等を精査した結果、３０個の減少と

なったということでございますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） では、次のエゾシカ

の質疑ですね。

経済部長。

○経済部長（広島 学君） エゾシカ対策事

業費の増ということで、今回、５０万４,０

００円の増額補正をさせていただいておりま

す。これは４月から９月の狩猟期間の中で、
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エゾシカの駆除を猟友会の皆様にお願いをし

ているところでございますけれども、当初３

５０頭の駆除頭数を予定していたものが、９

月、実績として５１８頭の駆除があったとい

うことで、１６８頭、予定より増になってご

ざいます。これに奨励金６,０００円を補助

しておりますけれども、ＪＡが３,０００

円、町が３,０００円ということで負担をし

ていますので、１６８頭の町負担として３,

０００円分で５０万４,０００円を補正をさ

せていただいたところでございます。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） エゾシカに対して

２回目ということです。本来、農作物の被害

云々としたときに、予算組みとしては、予定

数、いろいろあるでしょうけれども、現状と

して、実績の話は今わかりました。でも、そ

の頭数だけで、ある意味で、農作物に対する

被害が食いとめられるのかという観点で

ちょっとお尋ねしたいのですが、実績もわか

りました。その上で、私はまだまだ個体数が

多過ぎないかという私的な感覚を持っている

ものですから、というのは、今、国道にして

も、平気で鹿が、車である私を追いかけてく

るのですよ。そういう面で、思いとして、鹿

駆除という観点、どのように押さえている

か、考え方をちょっとあえて言えばお聞きし

ておきたいということであります。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 鹿の個体数とし

ては総体的に減ってはいないだろうというふ

うに認識をしております。鹿の最終的な個体

の調整につきましては、やはりハンターの方

にお願いをして駆除をするしか方法は最終的

にはないのかなというふうに思っています

が、最終的な猟友会のメンバーがなかなか増

加をしてこない、高齢化もしているというこ

ともあって、本当はハンターも若い人が加入

をされて、猟友会のメンバーもふえて、この

駆除の個体数がふえていけばいいのですけれ

ども、今、ある意味、一斉駆除を含めて、ハ

ンター、猟友会のほうに最大限の取り組みを

お願いをしているところでございます。さま

ざまな形で北海道内でもエゾシカの駆除、生

体捕獲ですとか、いろいろな形で試験をされ

ておりますけれども、最終的には鹿の個体数

調整については駆除しかないかなというふう

には思っているところでございます。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 鹿に対して３回

目。そういうことを慢性的に抱えているので

あれば、今回、この予算に引っかけて悪いの

ですが、鉄砲を持っているのは猟友会、警察

の方が、鹿とりという意味では鉄砲を撃って

くれませんので、ましてや自衛隊の方がそう

いう対応をとってくれませんので、根本的

な、これは慢性的なものだと思っているので

す。そこら辺も、今後、場面あるときにお聞

きしたいと思って、３回目はやめて、次に、

チャーター便の話をお聞かせ願いたいのです

が。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） プロモーション

の中で美幌町の魅力をどう発信していくのだ

という御質問だというふうに思いますけれど

も、いかにして多くの方に美幌町に来町いた

だくかということがプロモーションの中では

一番大きな目的でございます。

それで、今、持ち時間等も含めて、あるい

は会場も含めて、それから、どういった形

で、どんな機材が使えるのか含めて、詳細が

はっきりしておりませんけれども、一応自然

豊かなまちでございますので、美幌町の四季

を通じた形のＰＲもさせていただきたいとい

うふうに思っていますし、あとは、美幌町の

特産品、イベント、そして女満別空港から近

いという交通アクセスを含めて、美幌町のそ

れぞれ持っているよさについてはタイの方に

も御理解いただくような形でプロモーション

を実施をしていきたいというふうに考えてお

ります。
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○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 今回、こっちのパ

ンフレットを基準にちょっとお話しさせてい

ただきたいのですが、大きい意味で、タイそ

のものに、現地に滞在すると言ったらいいの

か、観光すると言っていいのか、プロモー

ションのためだけではないと思うのですが、

３日間しかない。飛行機の行き帰りは別とし

て、タイの地元に３日しかない。その中で最

大限ＰＲしていくならば、してこなければい

けないと思っているのです。しからば、職員

と言っていますけれども、具体的にそういう

意気込みを持って美幌を売ってこられる方

は、今の段階、まだ人選は難しい段階だろう

と思いますが、やっぱりそれだけの権限のあ

る者、中に精通している者が行かなければい

けないと思っているもので、通常、町長を先

頭に行くべきだとは思いながらも、時期が悪

過ぎるだろうと。しからば、その代理人とな

るのは副町長か、あえて言えば担当という意

味では経済部長、もしくは、経済部長という

のは観光を所管しているという意味ですよ。

そこら辺があるものですから、やっぱり相当

元気な、気合いのかかっている人が行くべき

だと期待したいところですけれども、町民に

もしっかりそれが適任、いい意味の、そこら

辺、副町長、どう人選を進められるのか、

ちょっとお聞かせ願いたい。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） このチャーター便

のプロモーションは、それぞれ構成市町村、

北見、網走、小清水、斜里、美幌、大空、そ

れぞれ１名ないし２名という割り当てが来ま

した。その中で行くのは、今のところまだ決

定はしておりませんが、首長、あるいは私だ

とか、そういう町の行政に携わる者がやはり

行くような方向で今進めておりますが、美幌

町の場合は町長がみずから行くか、あるいは

別な者が行くかということであります。私も

町長から行ってこいと言われたらいつでも行

けるような準備をして臨んでいきたいと思い

ますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

中嶋議員の質問に対する答弁の用意ができ

たようですので、答弁を許します。

まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 先ほどの

中嶋議員の質問でございます。おくれて申し

わけございません。

利用実績、人数ということでございます。

今、手元のほうの資料でございますが、この

実績は、今年度といいますか、２５年の１０

月から２６年の３月という部分の実績、それ

から、比較する部分におきまして、２４年の

１０月から３月までの半期分の数字なのです

けれども、数字的には、前年の２４年の１０

月から２５年の３月までが２万５,９９２

人、それから、新しい２５年の半期分の実績

ではありますが、この数が２万２１３人と、

約５,０００人減少というふうになっており

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、議案第６

９号平成２６年度美幌町一般会計補正予算

（第６号）についてを採決いたします。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１５ 議案第７０号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１５ 議案第

７０号平成２６年度美幌町国民健康保険特別

会計補正予算(第３号)についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。
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民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の１１３

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第７０号平成２６年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算(第３号)について御説

明申し上げます。

平成２６年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算(第３号)は、次に定めるところに

よる。

今回の補正につきましては、健康づくり推

進費の中で、平成２５年度繰越金の計上、そ

れから、脳ドックの国民健康保険加入者の受

診率が増加したということで、補正でござい

ます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ６５万６,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億４

６２万６,０００円とするものでございま

す。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

１２２ページ、１２３ページをお開きいた

だきたいと思います。

３、歳出について御説明いたします。

２款保険給付費、繰越金につきましては、

繰越金計上による財源調整でございます。

８款保健事業費、１項保健事業費、１目保

健衛生普及費につきましては、先ほど申し上

げました健康づくり推進費の脳ドックの国民

健康保険加入者の受診率が増加ということ

で、当初５０％で予定しておりましたけれど

も、６０％ということで、伸びているという

ことで増額補正をするものでございます。

歳出については以上でございます。

次に、歳入について御説明をいたします。

１２０ページ、１２１ページでございま

す。

２、歳入について。

８款繰入金、２項基金繰入金、１目国民健

康保険基金繰入金、１億５,２７４万５,００

０円を減じまして、その下、９款前年度繰越

金を１億５,３４０万１,０００円を増額計上

するものでございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １２１ページ、基金

の減額後の保有残高についてお答えいただき

たいと思います。

それから、１２３ページの、パーセントを

言ってもわからないので、何人が何人になっ

たということで、人数をお答えください。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今回につきまし

ては、基金繰入金を減じまして、繰越金を計

上しておりますので、基金の残高は、２５年

度、３億６,０６４万２,０９１円ということ

でございます。

それから、率ということでございますの

で、人数につきましては、２３０名の予算は

変わりません。国保の加入者の部分がふえた

ということでございますので、２３０人の変

わらない中で５０％を国保と見込んでいたの

が、国保の加入者が６５％となったというこ

とでございます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君） 今のと関連しまし

て、１２３ページ、年齢層で教えていただけ

たらと思います。年代別。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） ちょっと年齢層

については確認できておりませんので、後ほ

ど提供したいと思いますが、よろしいでしょ

うか。申しわけございません。

○議長（古舘繁夫君） 休憩するから、それ

まで持ってこれそうかい。

〔「わかりました」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） そうしたら、ちょっ

と保留して、ほかに質疑のある方、いらっ
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しゃいますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第７０号平成２６年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)に

ついてを採決いたします。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

休憩後、再開した後、今の脳ドックの年齢

層のお話をいただくということで再開しま

す。

暫時休憩いたします。

再開を３時１０分といたします。

午後 ２時５９分 休憩

────────────────

午後 ３時１０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

先ほどの脳ドックの件についての答弁をお

願いいたします。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 先ほどの中嶋議

員の件につきまして、脳ドックの件数でござ

います。

３５歳から３９歳までは１４名、それか

ら、４０代につきましては１６名、５０代に

つきましては４５名、６０代につきましては

５７名、７０以上が２９名、合計１６１名の

現在の実績でございます。

ちなみに、昨年度は２８２名でございまし

て、国保加入者が１２８名でございました。

４５.４％で、国保の分については伸びてい

るというような結果でございます。

それから、先ほど、大変申しわけございま

せん、訂正をさせていただきたい部分がござ

います。

国保の基金の残高、上杉議員に私が答えた

部分でございますけれども、当初の基金残高

を答えておりました。今現在、補正後の基金

残高につきましては２億３,８７９万円でご

ざいます。大変失礼いたしました。申しわけ

ございません。

─────────────────────

◎日程第１６ 議案第７１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１６ 議案第

７１号平成２６年度美幌町後期高齢者医療特

別会計補正予算(第３号)についてを議題とし

ます。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） １２５ページを

お開きいただきたいと思います。

議案第７１号平成２６年度美幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算(第３号)について御

説明申し上げます。

平成２６年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計補正予算(第３号)は、次に定めるところ

による。

今回の補正につきましては、平成２５年度

の保険安定負担金等の額の確定による補正予

算でございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ１,４９６万７,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億

８,３６８万１,０００円とするものでござい

ます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明いたします。

１３４ページ、１３５ページ、お開きいた

だきたいと思います。

３、歳出について御説明いたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費につきましては、繰入金等の財源調整で

ございます。

２款後期高齢者医療広域連合納付金１,４

９６万７,０００円につきましては、平成２

５年度の事務費負担金、保険料分、それか
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ら、保険基盤安定負担分の広域連合負担金が

確定したことによる減額でございます。

歳出については以上でございます。

次に、歳入について御説明いたします。

１３２ページ、１３３ページ、お開きいた

だきたいと思います。

２、歳入について御説明いたします。

１款後期高齢者医療保険料、１項特別徴収

保険料１,３８８万６,０００円の減額、普通

徴収保険料５９９万８,０００円の増額につ

きましては、実績見込額を推計した結果の補

正でございます。

３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事

務費繰入金５１７万５,０００円の減額につ

きましては、一般会計からの事務費繰入金の

減でございます。

その下、２目保険基盤安定繰入金５４１万

３,０００円の減額につきましては、保険料

の７割、５割、２割軽減措置に伴う広域連合

の納付金の減額補正でございます。

４款繰越金３５０万９,０００円につきま

しては、繰越額確定による増額補正でござい

ます。

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すようよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７１号平成２６年度美幌

町後期高齢者医療特別会計補正予算(第３号)

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１７ 議案第７２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１７ 議案第

７２号平成２６年度美幌町介護保険特別会計

補正予算(第３号)についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） １３７ページ、

お開きいただきたいと思います。

議案第７２号平成２６年度美幌町介護保険

特別会計補正予算(第３号)について御説明申

し上げます。

平成２６年度美幌町介護保険特別会計補正

予算(第３号)は、次に定めるところによる。

今回の補正につきましては、介護保険法改

正に伴う電算システムの改修費用、それか

ら、介護認定者の増加に伴う手数料の増額、

地域包括支援センターの増員に伴う委託料の

増額についての補正でございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ７０３万３,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億

７,０１２万８,０００円とするものでござい

ます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

１４６ページ、１４７ページ、お開きいた

だきたい思います。

３、歳出について御説明をいたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費につきましては、介護保険法の改正に伴

い、システムの改修委託料４６４万４,００

０円を増額するものでございます。

その下、３項介護認定審査費、２目認定調

査費１２９万８,０００円につきましては、

当初見込につきましては１,０５１件を見込

んでおりましたけれども、１,１８０件と、

２０％増で推計をしております。４２万円の

増でございます。それから、事務事業の協力

報酬、手数料、業務委託料をそれぞれ補正す

るものでございます。

その下、３款地域支援事業費、２項包括的

支援事業費、任意事業費、１目包括的支援事
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業９４万５,０００円の増額につきまして

は、地域包括支援センターの業務量が、予防

給付費件数では、前年度２,０１２件でござ

いましたけれども、２,１３５件と推計して

おりまして、１２０件ふえているということ

でございます。それから、相談件数につきま

しては、前年度１,５４３件でございました

が、今回の推計では１,８５８件と推計をい

たしまして、３１５件増加しているというよ

うな状況でございます。業務量増加に伴い、

１名分の社会福祉士をふやして対応するため

の補正予算でございます。

一番下、２目任意事業費につきましては、

アメニティ美幌、あさひデイサービスにおい

て行っている予防サービスの利用者が３名か

ら４名に増加したことに伴う委託料を１４万

６,０００円増額するものでございます。

歳出については以上でございます。

歳入については、１４４ページ、１４５

ページ、お開きいただきたいと思います。

２、歳入について御説明いたします。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、２目地

域支援事業繰越金１０９万１,０００円の増

額。

３目その他一般会計繰入金５９４万２,０

００円の増額。

今回の増額補正につきましては、一般会計

にて負担をいただいているというような繰り

入れでございます。

以上、御説明をいたしました。御審議賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） １４７ページ、地

域包括支援センター運営委託料のことで１点

お聞きしたい。説明は相談件数がふえたとい

う表現で終わっていますが、今までの相談件

数、そして、これをふやそうと決断した後と

いうか、途中だと思うのですが、要するに言

葉はふえたで何となくわかるようなわからな

いような、件数を例にしてちょっともう一度

説明していただきたい。

それから、今後、来年度からは、今回、３

月までという説明はなかったが、今回の補正

とともに、あえて言えば、これが継続だとす

れば、来年の話もやっぱり説明としてははめ

ておかなければいけないのではないかと思う

ところがありますので、再度このことについ

て説明を願いたい。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 地域包括支援セ

ンターの相談件数等でございますけれども、

予防給付費、この件数が前年度で２,０１２

件、２,１３５件という、１２０件増加して

いる、それから、相談件数１,５４３件が１,

８５８件、こういう推計になっている、大変

ふえている状況、３１５件増という予定をし

ております。それで、包括支援センターのほ

うの業務が増大しているということで、この

ような補正をお願いしているということでご

ざいます。

それで、来年度の状況ということでござい

ますけれども、担当といたしましては、来年

度以降も１名増の形で運営をしていきたい

と、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 同じ地域包括支援セ

ンターの社会福祉士ということで、介護現場

の人材確保というのは非常に難しい現況にあ

りますが、今回のこの１名増員する分という

のは、恵和会で新たに採用したのか、それと

も、現在美幌町内に恵和会のいろいろな施設

を運営しておりますが、そこから人を回して

配置して、その後、回したとすれば、予算と

関係ないのですけれども、本体、回ってきた

恵和会側のほうで、そういう人材不足とか、

そういったことの心配がないのかどうか、そ

の辺わかれば。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今回、たまたま

産休をとっている社会福祉士がございまし
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て、その復帰に伴いまして、現在来ている社

会福祉士をそのままにして、産休復帰により

１名増というような形にいたしました。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第７２号平成２６年度美幌

町介護保険特別会計補正予算(第３号)につい

てを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１８ 議案第７３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１８ 議案第

７３号平成２６年度美幌町公共下水道特別会

計補正予算(第３号)についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の１５

１ページをお開き願います。

議案第７３号平成２６年度美幌町公共下水

道特別会計補正予算(第３号)について御説明

申し上げます。

平成２６年度美幌町公共下水道特別会計補

正予算(第３号)は､次に定めるところによ

る。

今回の補正につきましては、算定対象経費

確定に伴います下水道使用料の収納事務委託

料の増額並びに平成２５年度発行分の起債利

率確定に伴います公債費の減額補正を行おう

とするものであります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ１６８万７,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億

１,２７５万４,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

事項別明細の歳出から御説明いたしますの

で、１６０ページ、１６１ページをお開き願

います。

３、歳出。

記載の増減は、水道事業に収納事務を委託

しております下水道使用料収納事務委託料の

人件費並びに水道料金システム更新費といっ

た算定対象経費の確定に伴います増額並びに

平成２５年度発行分の地方債の借り入れ利率

が、当初２％で見ておりましたものが０.５

８％と１.４％に下がったということに伴い

ます公債費利子の減額であります。

次に、歳入について御説明いたしますの

で、１５８ページ、１５９ページをお開き願

います。

２、歳入。

歳出の財源は一般会計繰入金の繰り戻し並

びに前年度繰越金に求めようとするものであ

ります。

今回、前年度繰越金２０８万７,０００円

を予算することにより、平成２５年度決算に

おける繰越金は全て予算化されるものであり

ます。

以上、御説明申し上げました。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７３号平成２６年度美幌

町公共下水道特別会計補正予算(第３号)につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。



－ 107 －

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１９ 議案第７４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１９ 議案第

７４号平成２６年度美幌町個別排水処理特別

会計補正予算(第３号)についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の１６

３ページをお開き願います。

議案第７４号平成２６年度美幌町個別排水

処理特別会計補正予算(第３号)について御説

明申し上げます。

平成２６年度美幌町の個別排水処理特別会

計補正予算(第３号)は､次に定めるところに

よる。

今回の補正につきましては、平成２５年度

発行分の起債利率が当初２％で見ていたもの

が０.４％と、１.４％になったことに伴いま

す公債費の減額補正を行おうとするもので

す。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ２０万７,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,６１

６万６,０００円とするものであります。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

事項別明細の歳出から御説明いたしますの

で、１７２ページ、１７３ページをお開きく

ださい。

３、歳出。

記載の増減は、平成２５年度発行分の起債

利率確定に伴います公債費利子の減額であり

ます。

次に、歳入について御説明しますので、１

７０ページ、１７１ページをお開き願いま

す。

２、歳入。

歳出の財源は一般会計繰入金の繰り戻しに

求めるものであります。

以上、御説明申し上げました。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから質疑を行い

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７４号平成２６年度美幌

町個別排水処理特別会計補正予算(第３号)に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第２０ 議案第７５号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２０ 議案第

７５号平成２６年度美幌町水道事業会計補正

予算(第２号)についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の１７

５ページをお開き願います。

議案第７５号平成２６年度美幌町水道事業

会計補正予算(第２号)についてを御説明申し

上げます。

今回の補正につきましては、下水道使用料

賦課徴収受託料の算定対象経費の確定、これ

は人件費並びに水道料金システムの費用でご

ざいます。並びに電気料の増額、さらには、

水道料金システム更新に伴いますリース利

息、資産購入費、平成２５年度発行分の起債

の利率確定、これは当初２％で見ていたもの

が０.３％、０.７％、１.４％に確定したこ

とに伴います企業債償還利息の減額を行おう

とするものであります。

総則。

第１条、平成２６年度美幌町の水道事業会
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計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

収益的収入及び支出の補正、第２条、資本

的支出の補正、第３条につきましては、補正

予算実施計画書及び説明書で御説明申し上げ

ます。

１７７ページをお開き願います。

債務負担行為の補正。

第４条、債務負担行為をすることができる

事項、期間及び限度額を次のとおり補正する

といたしまして、水道料金システム借上料で

ありますが、額の確定に伴い、１００万６,

０００円を減額して、補正後の限度額を２,

５６５万８,０００円とするものでありま

す。

１７８ページ、１７９ページをお開き願い

ます。

補正予算実施計画書及び説明書の収益的収

入及び支出の収入であります。

雑収益１４万２,０００円の増額でありま

すが、算定対象経費確定に伴います下水道使

用料賦課徴収受託料の増額補正であります。

１８０ページ、１８１ページをお開き願い

ます。

収益的収入及び支出の支出であります。

上から３行でありますが、いずれも電気料

金値上げに伴います浄水場や、各加圧ポンプ

所の電気料の増額補正であります。

その下、企業債償還利息は、平成２５年度

発行分の起債利率確定に伴います企業債償還

利息の減額、リース資産利息は、水道料金シ

ステム更新に伴う利息の減額であります。

１８２ページ、１８３ページをお開き願い

ます。

資本的支出であります。

リース資産は、水道料金システム更新に伴

います本体分の減額であります。

以上、御説明申し上げました。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７５号平成２６年度美幌

町水道事業会計補正予算(第２号)についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第２１ 議案第７６号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２１ 議案第

７６号平成２６年度美幌町病院事業会計補正

予算(第２号)についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） それでは、議

案の１９１ページをお開き願います。

議案第７６号平成２６年度美幌町病院事業

会計補正予算(第２号)について御説明を申し

上げます。

今回の補正につきましては、年末の予算執

行見込みによる職員給与費などの補正を行お

うとするものであります。

第１条、平成２６年度美幌町病院事業会計

補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

第２条の収益的収支の補正につきまして

は、記載のとおり、それぞれ執行見込みを踏

まえた補正を行うものであります。

内容については、実施計画書及び説明書で

御説明申し上げます。

第３条の資本的収支の補正につきまして

は、資本的収支の不足額を６,６０８万６,０

００円に改め、過年度分損益勘定留保資金で

補う補正を行うものであります。

補正内容は記載のとおりであります。

内容は、実施計画書、説明書で御説明申し

上げます。
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次に、１９３ページをお開き願います。

第４条、企業債の補正についてでありま

す。

補正の内容は、記載のとおり、執行見込み

を踏まえた限度額の補正を、第５条の議会の

議決を経なければ流用することのできない経

費である職員給与費及び第６条の他会計から

の補助金の補正につきましても、記載のとお

り、執行見込みを踏まえた補正を行おうとす

るものであります。

細部については、実施計画書及び説明書で

御説明申し上げます。

次に、１９５ページをお開き願います。

医業収益の補正についてであります。

医業外収益の一般会計補助金につきまして

は、歳出の医師等研究研修に要する経費は歳

出の執行見込みを踏まえた増額補正を、次

に、基礎年金拠出金負担金は歳出の減額に伴

う補正を、記載のとおり補正をするものであ

ります。

一般会計負担金のうち、建設改良に要する

経費は、歳出、企業債償還利息の減額に伴う

減額補正を、不採算地区病院の運営に要する

経費は、今回の歳出減額補正に伴う収支不足

の財源調整として減額補正をそれぞれ行おう

とするものであります。

次に、１９７ページをお開き願います。

収益的支出の補正についてであります。

給与費については、いずれも当初予算で常

勤医師確保として３名の予算計上を行ってお

りました。執行見込みを踏まえた減額補正を

行うものであります。

材料費の医療消耗品から経費の食糧費も執

行見込みを踏まえた補正を行うものでありま

す。

次に、１９９ページをお開き願います。

経費の修繕費、賃借料、委託料はそれぞれ

執行見込みを踏まえた補正を、研究研修費は

医師研修旅費の執行を見込んだ補正を、医業

外費用の企業債償還利息は、予算計上利息は

当初２％で計上しておりましたが、実行利息

が０.２％となったことによる減額補正をそ

れぞれ行うものであります。

次、２０１ページをお開き願います。

資本的収入の補正についてでございます。

企業債の補正は、予算の入札執行による減

額補正をそれぞれ行うものであります。今回

の補正の主なものとしては、超音波診断装置

１,４００万円、当初予算で計上してござい

ましたけれども、まだ使えるという状況がご

ざいますので、翌年度に繰り越し、執行する

予定でございます。

次に、２０３ページをお開き願います。

資本的支出の補正であります。

機器及び備品購入費については、医療機器

購入に係る執行見込みによる減額補正を行お

うとするものであります。

以上、御説明いたしましたので、よろしく

御審議賜りますようにお願い申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７６号平成２６年度美幌

町病院事業会計補正予算(第２号)についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第２２ 意見書案第１２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２２ 意見書

案第１２号「新たな高校教育に関する指針」

の見直しを求める意見書についてを議題とし

ます。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す
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ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとおり

可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて別紙記載の提出先に提出することとい

たします。

─────────────────────

◎日程第２３ 意見書案第１３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２３ 意見書

案第１３号「高校・大学教育の無償化」の前

進を求める意見書についてを議題とします。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとおり

可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて別紙記載の提出先に提出することとい

たします。

─────────────────────

◎日程第２４ 意見書案第１４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２４ 意見書

案第１４号必要な介護サービスを受けられる

よう求める意見書についてを議題とします。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとおり

可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて別紙記載の提出先に提出することとい

たします。

─────────────────────

◎日程第２５ 意見書案第１５号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２５ 意見書

案第１５号北海道における日本脳炎ワクチン

の定期予防接種化を求める意見書についてを

議題とします。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとおり

可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて別紙記載の提出先に提出することとい

たします。

─────────────────────

◎日程第２６ 意見書案第１６号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２６ 意見書

案第１６号平成２７年度畜産物価格決定等に

関する意見書についてを議題とします。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとおり

可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて別紙記載の提出先に提出することとい

たします。

─────────────────────

◎日程第２７ 意見書案第１７号
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○議長（古舘繁夫君） 日程第２７ 意見書

案第１７号安全・安心の医療・介護の実現、

医療・介護従事者の大幅増員と処遇改善を求

める意見書についてを議題とします。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとおり

可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて別紙記載の提出先に提出することとい

たします。

─────────────────────

◎日程第２８ 報告第２０号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２８ 報告第

２０号陳情事項の処理顛末について、お手元

に配付しているとおり、報告書の提出があり

ましたので、お聞きすることがあれば許しま

す。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） このページ数でい

えば２１４ページのところなのですが、今回

の処理顛末というのは、もちろんこのとおり

受けとめなければいけないなと思っているの

ですが、過去にも東町以外にもこういう要望

書がある中で、処理顛末のいきさつというこ

とで読ませていただいて、ちょっと矛盾を感

じるものですから。というのは、この文章の

過疎債活用云々というのは、これは財源の確

保のテクニックということで、過疎計画に整

備すべき施設として位置づけたいという思い

はわかります。でも、その下に書いてある文

章とのつながり、この計画の中で、地域集会

施設のあり方もあわせて検討していきたいと

いうのは、これは東町集会所だけのことをい

うのか、美幌町全体を見渡したときの地域集

会所施設のあり方という意味なのか、そこら

辺がちょっと確認しておきたいということ

と、もう１点、これにあわせて、本来、東町

にもこういう対応をとりたいという思いがあ

るからこういうふうに処理顛末が出ていると

いうことでありますから、しからば、先に過

去の要望、陳情も含めた中で、むしろ私は、

地域集会所施設のあり方ということで、一定

の整理ができたから、こういうふうな処理顛

末の報告があるのだろうなというふうに受け

とめているのですよ。あえて言えば、ここで

聞きたいのは、そういうことも含めて、この

優先順位も含めて、もう少し御説明をいただ

きたいという趣旨であります。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 後段の地域集会

施設の今後のあり方ということでの御質問で

ありますけれども、その前段で書いてありま

すように、今後、早急に公共施設全体につい

て、その管理計画を立てていくという予定と

なっております。その中で、集会施設ばかり

ではないのですけれども、今ある公共施設の

あり方を今後どうしていくか、この背景には

人口減少も含まれておりますので、あるいは

老朽化対策というものも含まれている中で、

将来に向けて、単に今あるものを全て、例え

ば老朽化であれば改築をする、建てかえをす

るということではなくて、当然、将来の利用

等も含めて総合的な観点からどうしていくか

ということも含める中で、集会室についても

同じく公共施設でありますので、これについ

ても、今ある集会室全てをそのまま老朽化し

たから建てかえるということだけではなく

て、総合的に管理を、今ある数十個の集会室

をどうしていくべきか、あるいは統合という

ことも考えられるでしょうし、それを見きわ

めた管理計画の中で、それも含めて検討して

いきたいという意味でございますので、御理

解願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかにありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） それでは、報告第２
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０号陳情事項の処理顛末については、これで

終わります。

─────────────────────

◎日程第２９ 報告第２１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２９ 報告第

２１号定期監査報告について、お手元に配付

しているとおり、報告書の提出がありました

ので、お聞きすることがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第２１号定期監査報告について

は、これで終わります。

─────────────────────

◎日程第３０ 報告第２２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第３０ 報告第

２２号財政援助団体監査報告について、お手

元に配付しているとおり、報告書の提出があ

りましたので、お聞きすることがあれば許し

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第２２号財政援助団体監査報告に

ついては、これで終わります。

─────────────────────

◎日程第３１ 報告第２３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第３１ 報告第

２３号例月出納検査報告について、８月から

１０月分、お手元に配付しているとおり、報

告書の提出がありましたので、お聞きするこ

とがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第２３号例月出納検査報告につい

て、８月から１０月分については、これで終

わります。

─────────────────────

◎日程第３２ 閉会中の継続調査に

ついて

○議長（古舘繁夫君） 日程第３２ 閉会中

の継続調査について、各委員会からお手元に

配付した印刷物のとおり申し出がありました

ので、これを承認することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、各委員会の申し出のとおり承

認することに決定しました。

─────────────────────

◎閉会宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本定例会に

付議されました案件は全部終了しました。

会議を閉じます。

これで、平成２６年第５回美幌町議会定例

会を閉会します。

御苦労さまでした。

午後 ３時４８分 閉会
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